
 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

岡山市 
介護予防・日常生活支援総合事業 

介護予防ケアマネジメント手続きマニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月 

岡山市保健福祉局高齢福祉部 

 



１ 

 

目 次 

 

第１章 岡山市における介護予防・日常生活支援総合事業の内容 

１ 総合事業の概要 .................................................................. ２ 

２ サービス・活動事業の概要 ...................................................... ２ 

３ 訪問型サービス・通所型サービスの詳細 ......................................... ３ 

４ サービス・活動事業の対象者 .................................................... ８ 

５ 事業対象者の確認にかかる届出 ................................................ １０ 

６ 利用者負担等 .................................................................. １１ 

 

第２章 サービス利用の流れ 

１ サービス利用の流れ ........................................................... １２ 

２ 窓口での相談受付（確認シートの活用と実施） ................................ １４ 

３ 基本チェックリストの活用と実施 ............................................. １７ 

４ 介護予防ケアマネジメント届出書等の必要の有無 ............................. ２１ 

５ 介護予防ケアマネジメント届出書等の記載例と被保険者証 .................... ２２ 

 

第３章 介護予防ケアマネジメント 

１ ケアマネジメントの区分 ...................................................... ２４ 

２ 介護予防ケアマネジメントの基本的な考え方 .................................. ２５ 

３ 介護予防ケアマネジメントの実施 ............................................. ２６ 

４ 介護予防ケアマネジメントと介護予防支援の費用と請求 ....................... ２９ 

 

第４章 給付管理とサービス・活動事業費の請求事務 

１ サービス・活動事業のコードと事業所の関係 .................................. ３２ 

２ 総合事業における日割り算定について ......................................... ３３ 

３ 総合事業における公費助成等の取扱いについて ................................ ４０ 

４ 「給付管理票」「請求明細書」記載例 .......................................... ４１ 

 

参考資料編 

目次 ............................................................................... ４６ 

１ 相談窓口での様式 ............................................................. ４７ 

２ 介護予防ケアマネジメントの様式 ............................................. ５１ 

３ 通知：暫定居宅サービス計画・介護予防サービス計画でサービス利用していた場合

の給付管理事務取扱の変更について .............................................. ６５ 

４ 暫定ケアプランによる介護・予防サービス計画作成依頼届出書の提出とケアプラン

代の請求パターン ................................................................ ７７ 

 

 

  



２ 

第１章 岡山市における介護予防・日常生活支援総合事業の内容 

１ 総合事業の概要 

平成２９年４月から介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）がスタートしまし

た。 

総合事業は、「サービス・活動事業」と「一般介護予防事業」で構成され、高齢者の方の介護予防と

日常生活の自立を支援することを目的としています。 

 

２ サービス・活動事業の概要 

サービス・活動事業は、主に、平成２６年度改正前法による「介護予防訪問介護（以下「旧介護予

防訪問介護」という。）」、「介護予防通所介護（以下「旧介護予防通所介護」という。）」、「二次予防事

業」に相当するサービスと、「介護予防ケアマネジメント」で構成されています。 

岡山市のサービス・活動事業は、下表のサービスのとおりです。 

 

【サービス・活動事業】 

事業 内容 

訪
問
型 

介護予防訪問サービス 
居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事の介助（身体介護）及び調理・掃

除・その他の生活全般にわたる支援（生活援助）を提供します。 

生活支援訪問サービス 
居宅を訪問し、調理・掃除等の生活援助に限定したサービスを提供

します。 

通
所
型 

介護予防通所サービス 
運動・入浴・レクリエーションなどの１日タイプのサービス、機能訓練

等の専門性の高いサービスを提供します。 

生活支援通所サービス 
岡山市が示す運動プログラムを中心に２～４時間の短時間サービス

を提供します。 

生活支援通所サービス 

（短期集中サービス実施加算） 

※令和４年１０月から実施 

運動・栄養・口腔の専門職の指導のもと、自宅でのセルフケアを含め

集中的にケアを行い、生活機能の改善・向上を図る２～４時間の短

時間サービスを提供します。 

介護予防ケアマネジメント 

（ケアマネジメントＡ） 

要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供される

ようケアマネジメントを提供します。 

  



３ 

３ 訪問型サービス・通所型サービスの詳細 

（１） 訪問型サービス 

 介護予防訪問サービス 

 

利用目的 
日常生活を送るうえで身体介護と生活援助が一体的に必要な場合、また

は認知症等の症状がある方が生活の維持・悪化防止を図るもの。 

サービス内容 

・ 訪問介護員による入浴・排せつ・食事等の介助である身体介護及び調

理・掃除等の生活援助 

・ 旧介護予防訪問介護と同様に、「訪問介護におけるサービス行為ごと

の区分等について（老計第１０号）」の範囲内で実施 

対象者 要支援１、要支援２、事業対象者 

指定基準 旧介護予防訪問介護の基準と同様 

利用者負担 １割～３割 

報酬・主な加算 

※ 詳細は、サービスコード表 （Ａ２介護予防訪問サービス）参照 

○ 月額基本報酬 

週１回程度：1,176単位／月 （事業対象者及び要支援１・２） 

週２回程度：2,349単位／月 （事業対象者及び要支援１・２） 

週３回以上：3,727単位／月 （要支援２） 

〇 加算 

初回加算：200単位／月 

生活機能向上連携加算：（Ⅰ）100単位／月、（Ⅱ）200単位／月 

介護職員処遇改善加算 他 

地域単価 Ａ２（岡山市指定事業者）：岡山市の単価 10.21 （市外の事業所も同様） 

主な人員基準 

○ 管理者：常勤専従１人以上 

【資格要件なし】 

○ 訪問介護員等：常勤換算２．５人以上 

【資格要件：介護福祉士、介護職員初任者研修修了者など】 

○ サービス提供責任者：利用者４０人につき、常勤専従１人以上 

【資格要件：介護福祉士、実務者研修修了者など】 

主な設備基準 事業運営のための専用区画の設置 
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 生活支援訪問サービス 

 

利用目的 

身体介護までは必要ないが、自力で家事を行うことが困難で、同居家族か

らの支援がなく、他の福祉サービスの利用が好ましくない場合に生活援助

を行い、生活の維持・改善を図るもの。 

サービス内容 

・ 生活支援訪問介護員（人員・設備・運営等の基準参照）による調理・掃

除等の生活援助 

・ 「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について（老計第１０

号）」のうち、生活援助の範囲で実施 

対象者 要支援１、要支援２、事業対象者 

指定基準 旧介護予防訪問介護の人員・設備基準を一部緩和 

利用者負担 １割～３割 

報酬・主な加算 

※ 詳細は、サービスコード表 （Ａ３生活支援訪問サービス）参照 

○ 月額基本報酬 

週１回程度： 862単位／月 （事業対象者及び要支援１・２） 

週２回程度：1,721単位／月 （事業対象者及び要支援１・２） 

週３回以上：2,722単位／月 （要支援２） 

〇 加算 

初回加算：200単位／月 

サービス提供資格評価加算：10単位／回 （※１） 

上級資格責任者配置加算：基本報酬の10％相当 （※２） 

介護職員処遇改善加算 他 

算定単位の取扱 Ａ３（岡山市指定事業者） 

地域単価 岡山市の単価 10.21 （市外の事業所も同様） 

主な人員基準 

○ 管理者：専従１人 

【資格要件なし】 

○ 生活支援訪問介護員：サービス提供の実施に必要な人数 

【資格要件：介護福祉士、介護職員初任者研修修了者、市が定める研

修修了者など】 

○ 訪問事業責任者：生活支援訪問介護員のうち、１人以上の必要数 

【資格要件：介護福祉士、介護職員初任者研修修了者、市が定める研

修修了者など】 

※ 旧介護予防訪問介護のサービス提供責任者資格要件のうち、介護職

員初任者研修修了者の実務経験年数の要件を撤廃 

※ 生活支援訪問介護員等及び訪問事業責任者の合計数は、利用者の

数に関わらず常勤換算１人以上 

主な設備基準 事業運営のための必要な区画の設置 

※１ 介護予防訪問サービスの訪問介護員等の資格要件を満たす者を生活支援訪問介護員として配 

置し、当該生活支援訪問介護員がサービスを行った場合は、１回につき加算する。 

※２ 介護予防訪問サービスのサービス提供責任者の資格要件を満たす者を訪問事業責任者とし 

て配置し、市長へ届け出た場合は、１月につき加算する。 
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（２） 通所型サービス 

 介護予防通所サービス 

 

利用目的 

日常生活を送るうえで入浴や排せつに身体介護が必要、または認知症等

の症状がある方が、リハビリ専門職による機能訓練等を通じ、状態の維

持・悪化防止を図るもの。 

サービス内容 

入浴・運動・レクリエーションなどの１日タイプのサービスや専門性の高い

機能訓練等のサービス 

※ 短時間サービスにおいて、専門的な機能訓練が必要な場合（以下の加

算を取得する場合）を含む 

  ・ 栄養改善加算  ・口腔機能向上加算 

対象者 要支援１、要支援２、事業対象者 

指定基準 旧介護予防通所介護の基準と同様 

利用者負担 １割～３割 

報酬・主な加算 

※ 詳細は、サービスコード表 （Ａ６介護予防通所サービス）参照 

○ 月額基本報酬 

要支援１、事業対象者 ：1,798単位／月 

要支援２ ：3,621単位／月 

〇 加算 

生活機能向上グループ活動加算：100単位／月 

サービス提供体制強化加算：24～144単位／月 

介護職員処遇改善加算 他 

地域単価 Ａ６（岡山市指定事業者）：岡山市の単価 10.14 （市外の事業所も同様） 

主な人員基準 

○ 管理者：常勤専従１人以上 

【資格要件：実務経験２年以上】 

○ 生活相談員：１人以上 

【資格要件：介護支援専門員、社会福祉士など】 

○ 看護職員：１人以上（利用定員が１１人以上の場合） 

【資格要件：看護師、准看護師】 

○ 機能訓練指導員：１人以上 

【資格要件：作業療法士、理学療法士、看護職員など】 

○ 介護職員：利用者１５人まで：専従１人以上 

利用者１５人以上から超えた利用者１人に０．２以上増員 

【資格要件なし】 

※ 生活相談員・介護職員の１人以上は常勤 

主な設備基準 

食堂・機能訓練室：３㎡×利用定員 以上 

相談室 

静養室 

事務室 
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生活支援通所サービス 

利用目的 

身体介護までは必要ないが、日常生活を送るうえで支援が必要な方（見守

り援助を含む）が、継続した短時間の運動等により、状態の維持・改善を図

るもの。 

サービス内容 

ストレッチ、筋力トレーニング、バランストレーニング、口腔体操などで構成

される市が指定する運動プログラム等を中心とした２～４時間の短時間サ

ービス 

対象者 要支援１、要支援２、事業対象者 

指定基準 旧介護予防通所介護の人員・設備基準を一部緩和 

利用者負担 １割～３割 

報酬・主な加算 

※ 詳細はサービスコード表 （Ａ７生活支援通所サービス）参照 

○ 月額の場合 

週１回程度（要支援１・２、事業対象者）：  743単位／月  

週２回程度（要支援２、短期集中サービス実施加算算定対象者） 

： 1,519単位／月  

〇 加算 

生活機能向上活動加算：100単位／月 

機能回復支援加算：40単位／月 

サービス提供体制強化加算：24～48単位／月 

送迎加算：40単位／回 

有資格管理者配置評価加算：基本報酬の10％相当 

営業体制整備評価加算：基本報酬の10％相当 

介護職員処遇改善加算 

短期集中サービス実施加算 他 

※短期集中サービス実施加算の詳細はｐ.７参照 

算定単位の取扱 Ａ７（岡山市指定事業者） 

地域単価 岡山市の単価 10.14 （市外の事業所も同様） 

主な人員基準 

○ 管理者：専従１人以上 

【資格要件なし】 

○ 生活相談員：不要 

○ 看護職員：不要 

○ 運動指導員：専従１人以上 

【資格要件なし、資格者がいる場合には加算】 

○ 介護職員：利用者１５人まで：専従１人以上 

利用者１５人以上から超えた利用者１人に０．２以上増員 

【資格要件なし】 

主な設備基準 

機能訓練室：３㎡×利用定員 以上 

相談室 不要 

事務室 

静養スペース 
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生活支援通所サービス 

（短期集中サービス実施加算） 

「元気回復トレーニングプラス」 

※令和４年１０月より開始 

 

利用目的 

退院直後等一時的に身体機能が低下している方が、運動・栄養・口腔の専

門職の指導のもと、３ヵ月または６ヵ月の期間に集中的にケアを行うこと

で、生活機能の改善を図るもの。サービス終了後は一般介護予防事業や

社会資源を活用しながら、自ら介護予防に取り組み自立した在宅生活を送

ることができる状態を目指す。 

サービス内容 

運動・栄養・口腔の専門職の指導のもと、自宅でのセルフケアを含め集中

的にケアを行う２～４時間の短時間サービス 

（生活支援通所サービスの加算として実施） 

対象者 

要支援１、要支援２、事業対象者かつ①～③すべてを満たす者 

① 短期集中サービスの利用実績がない者 

② 集中的にケアを行うことで改善の見込みがある者 

③ 自ら介護予防活動に取り組む意欲がある者 

加算 

※ 詳細はサービスコード表 （Ａ７生活支援通所サービス）参照 

○ 加算 

週２回：1,550単位／月  

※ ３月間実施するものとし、引き続き行うことが必要と認められる者に

ついては、更に３月間実施（加算期間は最長６ヵ月） 

１人の利用者に対して１回のみの加算 

自立支援評価加算（Ⅰ）：6,780単位 

自立支援評価加算（Ⅱ）：1,550単位 

※ 自立支援評価加算については利用者負担なし 

主な人員基準 

生活支援通所サービスの基本要件に加え、下記基準を満たすこと。 

○ 運動指導員等：１人以上 

【資格要件：専ら運動指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサ

ージ指圧師、健康運動指導士、健康運動実践指導者、はり師又はき

ゅう師】 

○ 管理栄養士：１人以上 

※ 事業所の従業者又は外部との連携により配置 

※ はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の資格を有する機

能訓練指導員を配置した事業所で６月以上機能訓練指導に従事した経

験を有する者に限る。 

備考 プラン作成は、地域包括支援センターのみで行う。 
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４ サービス・活動事業の対象者 

（１） 対象者 

サービス・活動事業の対象者は、平成２６年改正前法の要支援者に相当する方（要支援１、２相

当）とします。 サービス利用に至る流れとしては、以下の２点があります。 

①要支援認定を受けて、介護予防ケアマネジメントを受ける流れ⇒要支援者（要支援１、２の方） 

②基本チェックリストを用いて本人の状況を確認し、介護予防ケアマネジメントを受ける流れ（事

業対象者の確認にかかる届出）⇒サービス・活動事業対象者（以下「事業対象者」という。） 

 

【対象者の要件比較】 

 要支援者 事業対象者 

利用できる 

サービス 

・ 介護予防サービス 

・ サービス・活動事業 
サービス・活動事業 

有効期間 最長 ３６ヵ月（３年間） 一律 ２４ヵ月（２年間） 

支給限度額 
要支援１ → 5,032単位 

要支援２ → 10,531単位 
5,032単位 

 

（２） 岡山市の考え方 

国の示すガイドラインでは、「基本チェックリストによる事業対象者の確認については特に制限は

なく、明らかに基本チェックリストが適当でない場合（明らかに要介護認定が必要又は元気高齢者）

以外は、基本チェックリストを実施し、基本チェックリストの基準に該当すれば事業対象者として介護

予防ケアマネジメントを実施し、サービス・活動事業につなげて良いこと」とされています。 

しかしながら、岡山市では、利用者の状況に応じた適切なサービスを提供するためには、複数の

専門職（主治医・認定調査員・認定審査会委員）による多角的な視点での状況把握が必要と考え、

新規利用者の場合は、要介護（要支援）認定が望ましいと考えています。 

要介護（要支援）認定又は事業対象者の認定更新の際に、事業対象者としてサービス利用を希

望する方については、それぞれの有効期間の満了日までに事業対象者の確認の手続きを受けてく

ださい。 

 

《留意事項》 

・事業対象者は介護予防サービス（介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与等）が利用でき

ません。 

・アセスメントの結果、介護予防サービスが必要であれば、要介護（要支援）認定を勧めてくださ

い。 

・新規利用者に対しては、要介護（要支援）認定をお勧めしますが、相談支援の結果として、事業

対象者の確認を選択することを拒否することはできません。 

・更新の対象となる利用者については、これまでのプラン評価やアセスメントに基づき、特に利用

者の状態像に変化がないと判断される場合、ケアマネジャーと利用者が相談の上、認定申請か

事業対象者の確認にかかる届出か、どちらかを選択してください。 
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（３） 住所地特例対象者について 

住所地特例者については、居住する施設の所在する市町村の総合事業を利用します。 

 

【住所地特例者の基本チェックリスト実施からサービス利用までの流れ】 

 ５、事業対象者としてＡ市の総合

事業サービスを実施する

　１、基本チェックリストを実施  ３、ケアマネジメント依頼届出書と被保険

者証の原本を岡山市に送付

 ４、事業対象者・認定年月日・包括支援セン

ター名等を登録し、被保険者に送付

 ５、事業対象者として岡山市の総

合事業サービスを実施する

 ４、事業対象者・認定年月日・包括支援セン

ター名等を登録し、被保険者に送付

●施設所在地：Ａ市/保険者：岡山市の場合

 ２、基本チェックリストにて該当か否かを

確認

　１、基本チェックリストを実施  ３、ケアマネジメント依頼届出書と被保険

者証の原本をＡ市役所に送付

岡山市地域包括支援センターがケアマネジメントをします

Ａ市地域包括支援センターがケアマネジメントをします

●施設所在地：岡山市/保険者：Ａ市の場合 

 ２、基本チェックリストにて該当か否かを

確認

岡山市基本チェックリスト

介護予防ケアマネジメント

依頼（変更）届出書

岡山市福祉事務所岡山市地域包括支援センター Ａ市役所

Ａ市住所地特例施設

送付 送付

被保険者

岡山市住所地特例施設

Ａ市基本チェックリスト

Ａ市ケアマネジメント

依頼届出書

Ａ市役所Ａ市地域包括支援センター

３点セッ

ト申請

岡山市福祉事務所

送付 送付

被保険者

３点セッ

ト申請

 

 

 

（４） 住民票を異動させずに他都市に居住している場合について 

① サービス利用について 

住所地（住民票）の総合事業のサービスを利用し、住所地のサービスコードで請求を行いま

す。 

※ 利用しているサービス事業所が保険者市町村の事業所指定を受けている必要があります。

事業所指定、サービス内容、請求方法や手続き等は保険者市町村によって異なります。 

詳細は、被保険者証に記載されている保険者市町村にお問い合わせください。 

 

② プラン作成者について 

○ 岡山市に住民票を置いたまま他市町村に居住している場合 

本来、岡山市地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントをすることになりますが、

遠隔地であるため訪問などの実質的なマネジメント業務が不可能な場合があります。よって、

岡山市地域包括支援センターが、居住地の居宅介護支援事業所に業務委託してください。 

○ 他市町村に住民票を置いたまま岡山市に居住している場合 

保険者の方針に基づいた対応になりますので、保険者市町村に相談してください。 
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５ 事業対象者の確認にかかる届出 

（１） 事業対象者の確認にかかる届出 

事業対象者となるためには、基本チェックリストの結果、事業対象者の基準に該当し、「岡山市総

合事業利用に係る介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書（以下、「介護予防ケアマネジメント

届出書」という。）」、「基本チェックリストの結果」、「介護保険被保険者証」を、岡山市へ提出する必

要があります。 

なお、事業対象者の確認にかかる届出をされる方として、以下のような方が想定されます。 

 

６５歳以上であって、「サービス・活動事業」のみを利用希望の方で、 

 

・ 要介護（要支援）認定の更新をしないで、事業対象者としてサービス利用を希望される方 

・ 要介護（要支援）認定の結果が非該当となったが、サービス利用の必要性がある方 

・ 新規の相談の方 （岡山市では基本的には要介護（要支援）認定をお勧めします。） 

 

※ ４０歳～６４歳の第２号被保険者については、特定疾病に起因して要介護状態になっているこ

とが、サービスを受ける前提となるため、要介護（要支援）認定が必要です。 

 

（２） 事業対象者の有効期間 

国の総合事業ガイドラインでは、事業対象者に有効期間はありませんが、岡山市では、適切なア

セスメントのため、事業対象者に有効期間（原則２年間）を設定することとしています。 

 

基本的な有効期間 

一般高齢者から 

⇒事業対象者に移行した場合 

介護予防ケアマネジメント届出書に記載のあるサービス

開始年月日（届出日と同日）から２年間 

（開始日が月途中の場合は、開始月の残日数＋２年間） 

要支援者（または要介護者）から 

⇒事業対象者に移行した場合 

要支援（または要介護）認定有効期間満了の翌日から 

２年間 

事業対象者から 

⇒要支援者（要介護者）に移行した場合 

事業対象者の有効期間の終了日は、要介護（要支援）

認定申請日の前日 

※ 介護予防ケアマネジメント届出書の提出については、有効期間満了日の３０日前から可能となってい

ます。 
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６ 利用者負担等 

利用者負担については以下のようになります。 

（１） 利用者負担 

介護給付の利用者負担割合（１割～３割）と同じとします。 

介護保険負担割合証を確認してください。 

 

（２） 支給限度額 

要介護状態区分 支給限度額 利用可能サービス 

事業対象者 5,032 単位 サービス・活動事業のみ 

要支援１ 5,032 単位 ・介護予防サービスのみ 
・介護予防サービス 
 ＋サービス・活動事業 
・サービス・活動事業のみ 

要支援２ 10,531 単位 

要介護 要介護度による 介護サービスのみ 

● 要支援認定を受けた方がサービス・活動事業を利用する場合には、認定区分に応じた支給限度額の

範囲内で、介護予防サービスとサービス・活動事業を一体的に給付管理します。 

 

（３） 利用者負担の軽減制度等 

① サービス・活動事業についても、保険給付サービスにおける利用者負担額の軽減制度に相当

する事業として以下の事業を実施します。 

 

Ⅰ 高額介護予防サービス費相当事業、高額医療合算介護予防サービス費相当事業 

Ⅱ 社会福祉法人による利用者負担の軽減制度 

Ⅲ 災害等による利用者負担の減免制度 

 

② 保険料を滞納している場合の給付制限は、サービス・活動事業については、当面、適用しませ

ん。 
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第２章 サービス利用の流れ 

１ サービス利用の流れ 

 
  



１３ 

 

 

 

手順 業務内容 関連様式 

①窓口相談受付 

相談受付時は、制度説明の上で被保険者より相

談の目的や希望するサービスを聞き取り、特に

認定申請の必要があるかどうかを確認します。 
要介護（要支援） 

認定確認シート 

【ｐ.４８：帳票２】 

②「認定申請」 

もしくは 

「事業対象者の確認

にかかる届出」 

の選択 

新規利用者には要介護（要支援）認定をお勧めし

ます。 

サービス利用中の方は、更新時に「更新申請」か

「事業対象者の確認にかかる届出」かのいずれ

かを選択できます。 

③基本チェックリストの

実施 

②で、事業対象者の候補となった方は、市福祉

事務所、市支所、地域包括支援センター（受託居

宅介護支援事業所を含む）で、本人対面のもと基

本チェックリストを実施します。 

申請時期【ｐ.１４参照】 

実施場所【ｐ.１７参照】 

基本チェックリスト 

【ｐ.５０：帳票３】 

④地域包括支援センタ

－への引継ぎ 

基本チェックリストで、事業対象者の基準に該当

した方は、地域包括支援センターへ「事業対象者

にかかる確認の届出」をします。 

介護相談連絡表 

【ｐ.４７：帳票１】 

⑤事業対象者にかかる

確認の届出 

（介護予防ケアマネンジ

メント届出書の提出） 

「事業対象者」の方は、介護予防ケアマネジメント

届出書を管轄の福祉事務所に提出する必要が

あります。 

※ サービス・活動事業のみ利用する場合であっ

ても、「要支援１・２の方」は介護予防サービス

計画作成依頼届出書の提出となります。 

各居宅届書 

【ｐ.６０：帳票４】 

【ｐ.６１：帳票５】 

基本チェックリスト 

 

⑥被保険者証等の発行 
概ね１週間程度で被保険者証と負担割合証を市

から送付します。 

被保険者証 

【ｐ.２２～２３参照】 

⑦介護予防ケアマネジメ

ントの実施 
介護予防ケアマネジメントＡを実施します。 【ｐ.５１～６１参照】 

⑧サービスの利用開始 

サービスを利用する際に、利用者は事業所に対

して、被保険者証と負担割合証を提示する必要

があります。 

 

 

  

事業対象者のサービス利用手続き 
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２ 窓口での相談受付（確認シートの活用と実施） 

 

（１） 事業対象者の確認にかかる届出 

事業対象者の確認にかかる届出とは、 

 

「介護予防ケアマネジメント届出書」 

「基本チェックリストの結果」(原本)        を 岡山市へ提出することです。 

「介護保険被保険者証」               

 

（２） 届出時期 

届出時期は、主に、新規の利用者の方は、随時、サービスをご利用中の方の場合は、認定有効

期間満了日の３０日前からとなります。 

以下のように、表【届出時期の目安例】を整理しましたので、ご確認ください。 

なお、本人の状態像、サービス利用状況や今後の利用見込みを勘案し、基本チェックリスト実施

可能と判断される場合には、利用者に対して基本チェックリストの説明、活用を検討します。 

また、認定申請か、基本チェックリストか、判断に迷う際には必要に応じて「確認シート」を使用しま

す。【届出時期の目安例】 

＜要介護（支援）認定なし＞  

事業対象認定の有無 届出時期 

持っている 事業対象認定有効期間満了の３０日前 

持っていない 随時実施 

＜要介護（支援）認定あり＞  

基本チェックリスト実施希望の時点 届出時期 

有効期間満了日の３０日より前 届出不可 

有効期間満了日の３０日以内  

 
①有効期間満了日以降も引き続き、 

 要介護（支援）認定を受けている 
想定していない 

 ②要介護（支援）認定の更新を受けていない 

  要介護（支援）認定更新申請を実施 想定していない 

  基本チェックリストを実施 要介護（支援）認定有効期間満了の３０日前 

 ③更新申請の結果、非該当認定を受けた 要介護（支援）認定有効期間満了の３０日前 

※ 基本チェックリストを実施した日から３０日以内に届出が必要です。 

※ なお、要介護（支援）認定有効期間中の取扱については、次ページの留意事項に注意してくださ

い。 

相談窓口は、市福祉事務所、市支所、地域包括支援センターとします。 

相談においては、要介護（要支援）認定確認シート（【帳票２：ｐ.４８】以下「確認シート」という）と

基本チェックリスト【帳票３：ｐ.５０】を活用します。 
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《留意事項》  要介護（支援）認定有効期間中の取扱について 

 

岡山市では要支援（要介護）認定有効期間中や事業対象者有効期間中の区分の扱いを以下の

とおりとします。  

 

 ① 要介護（要支援）認定有効期間中の事業対象者の確認にかかる届出 

要支援１・２の認定を受けていれば「サービス・活動事業」を利用することができることや、

急な状態像の変化があっても保険給付サービスの利用ができることなどから、要介護（要支

援）認定有効期間中の事業対象者の確認にかかる届出は、想定していません。（ただし、確

認シートにより基本チェックリストを実施する場合及び要介護（支援）認定更新申請の結果、

非該当となった場合を除く。） 

なお、要介護１～５の改善にかかる区分変更申請は要支援認定申請をお勧めします。 

 

 ② 事業対象者の有効期間中の要介護（要支援）認定新規申請 

必要に応じて受け付けます。 

 

 ③ 事業対象者が要介護（要支援）認定新規申請をし、認定結果が非該当となったら 

要介護（要支援）認定新規申請における結果が非該当の場合、事業対象者の認定も要介護

（要支援）認定日の前日で取り消されます。 

岡山市独自のルールですのでご注意ください。 

 

 ④ 想定した介護度と認定結果が異なった場合（介護区分の見込み違い[要支援⇔要介護]）の

手続きを、以下のように変更します。 

認定結果後に、暫定ケアプランの引き継ぎを受けた地域包括支援センター又は居宅介護

支援事業所が、居宅サービス計画作成依頼届出書・介護予防サービス計画作成・介護予防

ケアマネジメント依頼届出書を、記載するサービス開始年月日を暫定サービス開始日に遡及

して市へ提出し、給付管理票の伝送を行う。 

 

  詳しくは、以下を参考にしてください。 

 ○ 平成２９年２月１４日岡介第1345号通知 

「暫定居宅サービス計画・介護予防計画でサービス利用していた場合の給付管理事務

取扱の変更について」（ｐ.６５参照） 
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（３） 要介護（要支援）認定確認シートの目的【帳票２：ｐ.４８】 
 

要介護（要支援）認定が必要かどうかの判断をするための目安として作成したものです。必

要に応じてご活用ください。 

最終的には、要介護（要支援）認定申請か、事業対象者の確認にかかる届出（基本チェックリ

スト）かは、利用者本人が決定します。 

 

＜確認シートの手順＞ 

本人や家族から相談の目的や希望するサービス内容について聞き取りを行います。記入は本人

だけで実施せず、必ず相談窓口担当者が立ち会いのもと行います。 

 
 

１．年齢を確認します 
 

４０～６４歳の第２号被保険者については、特定疾病に起因して要介護状態になっていることが、

サービスを受ける前提となるため、要介護（要支援）認定申請が必要です。 
 

２．要介護認定状況の確認を行います（問１関係） 
 

サービス・活動事業を初めて利用する場合は、適切なアセスメントを行うため、要介護（要支援）

認定申請を勧めます。また、既に介護保険給付サービスを利用している場合には、サービス・活動

事業だけの利用でも支障がないかの確認が必要です。 
 

３．相談に来られた理由、本人の状態像及びサービスの希望の確認を行います（問２関係） 
 

要介護（要支援）認定の申請が必要であるかを、簡易に判断するための項目を挙げています。

「できない」を選択したり、生活状況に「不安」があったりしたときは、要介護（要支援）認定申請を案

内します。 
 

４．結果の確認をします（問２関係） 
 

回答の中に、１つでも要介護（要支援）認定をお勧めすべき回答がある場合は、要介護（要支援）

認定申請を勧めます。 

なお、問２のウの回答がすべて「できる」を選択しているにも関わらず、エの回答欄で、サービス

利用の希望が選択されている場合などは、サービスの利用希望が不明瞭であり、例えば、利用者

の不安感等からサービス利用の希望だけが先行していることもあるため、適切なアセスメントが必

要であると考えられます。この場合は、最終的には地域包括支援センターと相談の上、要介護（要

支援）認定申請か、介護予防ケアマネジメント届出書かの判断をしてもらう旨につき本人の理解を

得られるならば基本チェックリストを実施し、地域包括支援センターへ引き継ぎます。 対象者が、予

防給付（介護予防訪問看護、介護予防福祉用具貸与等）や介護給付によるサービスを希望する場

合においては、要介護（要支援）認定申請を妨げるものではありません。 

  



１７ 

３ 基本チェックリストの活用と実施 

＜基本チェックリスト【帳票３：ｐ.５０】の目的＞ 

 基本チェックリストは、従来のような二次予防事業対象者の把握のためという活用方法では 

なく、相談窓口において、必ずしも認定を受けなくても、必要なサービスが利用できるよう、 

本人の状況を確認するツールとして用いるものです。 

（１） 基本チェックリストの実施 

基本チェックリストの実施にあたっては、原則本人に記入してもらいます。 

相談窓口で、本人以外の来所があり、基本チェックリストを仮実施した場合は、後日、地域包括支

援センターが記入した内容について本人に確認することとなります。 

なお、サービス・活動事業を利用するに際しては、基本チェックリストの基準に該当した後に、以

下の書類を福祉事務所に提出します。 

【必要な書類】 

①介護予防ケアマネジメント届出書 

②基本チェックリスト結果（原本） 

③介護保険被保険者証（紛失している場合は、再発行の必要はありません。） 

 

（２） 基本チェックリストの実施者 

相談窓口において、本人に記入していただく以外に、利用者の利便性をはかるため、地域包括支

援センター・委託先居宅介護支援事業所が自宅訪問する場合等も認めます。ご協力をお願いいた

します。 

【基本チェックリストの実施例】 

＜要介護（支援）認定なし＞  

事業対象認定の有無 実施者 

持っている 包括・委託先居宅 

持っていない 包括 

＜要介護（支援）認定あり＞  

基本チェックリスト実施希望の時点 実施者 

要介護認定を持っている 包括 

要支援認定を持っている 包括・委託先居宅 

更新申請の結果、非該当認定を受けた 包括 

※ 相談窓口＝市福祉事務所、市支所、地域包括支援センター 

※ 包括＝居住圏域の地域包括支援センター 

※ 居宅＝居宅介護支援事業所 

 

（３） 基本チェックリストの実施手順 

基本チェックリストの質問項目及び基準については、以下の「基本チェックリストについて」及び

「事業対象者に該当する基準」で示されたものとします。 

次頁の「基本チェックリストについて」【留意事項】に基づき、質問項目の趣旨を説明しながら本人

等に基本チェックリストの回答欄に丸印を記入してもらいます。 

基本チェックリストについて 



１８ 

【留意事項】 

・基本チェックリストは、ケアマネジメント届出提出日の３０日以内に実施したものが有効です。 

・対象者には、各質問事項の趣旨を理解していただいた上で回答してもらってください。 

・期間を定めていない質問項目については、現在の状況について回答してもらってください。 

・習慣を問う質問項目については、頻度も含め、本人の判断に基づき回答してもらってください。 

・各質問項目の趣旨は以下のとおりです。各質問の表現は変えないでください。 

 

 質問項目 質問項目の趣旨 

１～５の質問項目は、日常生活関連動作について尋ねています。 

１ バスや電車で１人で外出してい

ますか 

家族等の付き添いなしで、１人でバスや電車を利用して外出してい

るかどうかを尋ねています。バスや電車のないところでは、それに準

じた公共交通機関に置き換えて回答してください。なお、１人で自家

用車を運転して外出している場合も含まれます。 

２ 日用品の買い物をしていますか 自ら外出し、何らかの日用品の買い物を適切に行っているかどうか

（例えば、必要な物品を購入しているか）を尋ねています。頻度は、

本人の判断に基づき回答してください。電話での注文のみで済ませ

ている場合は「いいえ」となります。 

３ 預貯金の出し入れをしています

か 

 

自ら預貯金の出し入れをしているかどうかを尋ねています。銀行等

での窓口手続きも含め、本人の判断により金銭管理を行っている場

合に「はい」とします。家族等に依頼して、預貯金の出し入れをして

いる場合は「いいえ」となります。 

４ 友人の家を訪ねていますか 友人の家を訪ねているかどうかを尋ねています。電話による交流や

家族・親戚の家への訪問は含みません。 

５ 家族や友人の相談にのってい

ますか 

家族や友人の相談にのっているかどうかを尋ねています。面談せ

ずに電話のみで相談に応じている場合も「はい」とします。 

６～１０の質問項目は、運動器の機能について尋ねています。 

６ 階段を手すりや壁をつたわらず

に昇っていますか 

階段を手すりや壁をつたわらずに昇っているかどうかを尋ねていま

す。時々、手すり等を使用している程度であれば「はい」とします。手

すり等を使わずに階段を昇る能力があっても、習慣的に手すり等を

使っている場合には「いいえ」となります。 

７ 椅子に座った状態から何もつか

まらずに立ち上がっていますか 

椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっているかどうか

を尋ねています。時々、つかまっている程度であれば「はい」としま

す。 

８ １５分位続けて歩いていますか １５分位続けて歩いているかどうかを尋ねています。屋内、屋外等

の場所は問いません。 

９ この１年間に転んだことがあり

ますか 

この１年間に「転倒」の事実があるかどうかを尋ねています。 

10 転倒に対する不安は大きいで

すか 

現在、転倒に対する不安が大きいかどうかを、本人の主観に基づき

回答してください。 

 
 



１９ 

１１･１２の質問項目は、低栄養状態かどうかについて尋ねています。 

11 ６ヵ月で２～３㎏以上の体重減

少がありましたか 

６ヵ月間で２～３㎏以上の体重減少があったかどうかを尋ねていま

す。６ヵ月以上かかって減少している場合には「いいえ」となります。 

12 身長、体重 身長、体重は、整数で記載してください。体重は１ヶ月以内の値を、

身長は過去の測定値を記載して差し支えありません。 

ＢＭＩ＝体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）で計算してください。 意味

合いは痩せ状態の判定であり、「ＢＭＩ１８．５未満」が「はい」となりま

す。 

１３～１５の質問項目は、口腔機能について尋ねています。 

13 半年前に比べて堅いものが食

べにくくなりましたか 

半年前に比べて固いものが食べにくくなったかどうかを尋ねていま

す。半年以上前から固いものが食べにくく、その状態に変化が生じ

ていない場合は「いいえ」となります。 

14 お茶や汁物等でむせることがあ

りますか 

お茶や汁物等を飲む時に、むせることがあるかどうかを、本人の主

観に基づき回答してください。 

15 口の渇きがきになりますか 口の中の渇きがきになるかどうかを、本人の主観に基づき回答して

ください。 

１６・１７の質問項目は、閉じこもりについて尋ねています。 

16 週に１回以上は外出しています

か 

週によって外出頻度が異なる場合は、過去１ヵ月の状態を平均して

ください。 

17 昨年と比べて外出の回数が減

っていますか 

昨年の外出回数と比べて、今年の外出回数が減少傾向にある場合

は「はい」となります。 

１８～２０の質問項目は、認知症について尋ねています。 

18 周りの人から「いつも同じ事を聞

く」などの物忘れがあると言わ

れますか 

本人は物忘れがあると思っていても、周りの人から指摘されること

がない場合は「いいえ」となります。 

19 自分で電話番号を調べて、電話

をかけることをしていますか 

何らかの方法で、自ら電話番号を調べて、電話をかけているかどう

かを尋ねています。誰かに電話番号を尋ねて電話をかける場合

や、誰かにダイヤルをしてもらい会話だけする場合には「いいえ」と

なります。 

20 今日が何月何日かわからない

時がありますか 

今日が何月何日かわからない時があるかどうかを、本人の主観に

基づき回答してください。月と日の一方しか分からない場合には「は

い」となります。 

２１～２５の質問項目は、うつについて尋ねています。 

21 （ここ２週間）毎日の生活に充実感が

ない 
ここ２週間の状況を、本人の主観に基づき回答してください。 

22 （ここ２週間）これまで楽しんでやれて

いたことが楽しめなくなった 
 

23 (ここ２週間）以前は楽に出来ていたこ

とが今ではおっくうに感じられる 

24 （ここ２週間）自分が役に立つ人間だ

と思えない 

25 （ここ２週間）わけもなく疲れたような

感じがする 

  



２０ 

○ 窓口担当者が、基本チェックリストの右欄の分類項目ごとに、点数を記入します。 

分類項目は、以下の「事業対象者に該当する基準」で構成されています。 

 

事業対象者に該当する基準 

下表の基準のひとつでも該当すれば、「事業対象者」の候補に該当します。 

① №１～２０までの２０項目のうち１０項目以上に該当  （複数の項目に支障） □ 該当 

② №６～１０までの５項目のうち３項目以上に該当  （運動機能の低下） □ 該当 

③ №１１～１２の２項目のすべてに該当  （低栄養状態） □ 該当 

④ №１３～１５までの３項目のうち２項目以上に該当 （口腔機能の低下） □ 該当 

⑤ №１６～１７の２項目のうち№１６に該当  （閉じこもり） □ 該当 

⑥ №１８～２０までの３項目のうちいずれか１項目以上に該当 （認知機能の低下） □ 該当 

⑦ №２１～２５までの５項目のうち２項目以上に該当 （うつ病の可能性） □ 該当 

 

ア 基準に一つでも該当 

相談窓口が地域包括支援センターの場合 

事業対象者の候補となりますので、サービス・活動事業か一般介護予防事業等のどちらが適切

なのかを判断し、サービス・活動事業が必要であれば「介護予防ケアマネジメント届出書」を作成

し、手続きを開始してください。 
 

相談窓口が市の場合 

事業対象者の候補となることを伝え、事業対象者としてサービスを利用するには、事業対象者の

確認にかかる届出の手続きをする必要があるため、基本的には地域包括支援センターへ連絡を

取るようご案内ください。（ただし、細かな連絡方法は各福祉事務所・支所でのルールにより実施さ

れます。） その連絡時、必要に応じて「介護相談連絡表」（介護相談連絡表と確認シートは両面）

（ｐ．４７～ｐ．４８参照）を、利用者に記入してもらってください。 依頼を受けた地域包括支援センタ

ーは、速やかに介護予防ケアマネジメントを開始します。 

イ 基準に一つも該当しない   一般介護予防事業等を勧めます。 

ウ 基準に多数該当  
確認シートを用いて聞き取った内容も考慮し、明らかに要介護（要支援）認定が必要（要介護１以

上と想定される）な場合は、再度、要介護（要支援）認定申請を勧めます。 

 

《留意事項》  

① 更新申請の場合は、基本チェックリストを受託居宅介護支援事業所が行うことを可とします。 

② 更新申請及び委託先変更を行う場合は、「介護予防ケアマネジメント届出書」の変更届は必須

とします。ただし、基本チェックリスト・被保険者証・介護予防ケアマネジメント届出書（居宅介護

支援事業所名と事業所番号を居宅介護支援事業所で記入）の提出者は地域包括支援センター

又は受託する居宅介護支援事業所でも可とします。 

 

  



２１ 

４ 介護予防ケアマネジメント届出書等の必要の有無 

（１） 様式について 

サービスの利用状況によって、提出する届出書が異なります。 

基本的には、要介護や要支援１・２の方が提出する「居宅サービス計画作成（変更）届出書／介

護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書」 【帳票４：ｐ.６０】と、事業

対象者の方が提出する 「岡山市総合事業利用に係る介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出

書」【帳票５：ｐ.６１】の２種類になります。 

 

 

  居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書

  介護予防サービス計画作成

  介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書

岡山市総合事業利用に係る

介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書

 

 

（２） 新たに届出が必要な場合 

【介護予防ケアマネジメント依頼届出書等の必要の有無】 

区分 

介護予防サービス 

計画作成・介護予防 

ケアマネジメント依頼（変

更）届出書【帳票４：ｐ.６０】 

岡山市総合事業利用に 

係る介護予防 

ケアマネジメント依頼（変

更）届出書【帳票５：ｐ.６１】 

理由 

新たに事業対象者になる場

合 
× 不要 ○ 必要 

サービス・活動事業の事業対象者と

して登録するため 

事業対象者から事業対象者

に更新する場合 
× 不要 ○ 必要 

サービス・活動事業の事業対象者と

して更新登録するため 

要支援者から事業対象者に

移行する場合 
× 不要 ○ 必要 

サービス・活動事業の事業対象者と

して登録するため 

事業対象者から要支援者に

移行する場合※ 
○ 必要 × 不要 

介護予防サービスの対象者として登

録するため 

要支援者（既に介護予防サ

ービス計画作成依頼届出書

を提出済）がサービス・活動

事業のみを利用する場合 

× 不要 × 不要 

介護予防支援から介護予防ケアマ

ネジメントへ移行するが要支援者で

あることは変わらないため 

※ 事業対象者が要支援者になる場合、プランは同じ介護予防ケアマネジメント計画でも認定区分が変

更するため届出が必要になります。要支援認定申請をし、暫定でサービスを利用する時点で届出をし

てください。 

  

要支援者用 事業対象者用 



２２ 

５ 介護予防ケアマネジメント届出書等の記載例と被保険者証 

【更新の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「要介護状態区分等」：事業対象者 

②「認定年月日」：基本チェックリストを実施し、事業対象者候補となった日 

③「認定の有効期間」：介護予防ケアマネジメント届出書のサービス開始年月日（前認定の有効期間の満了日の

翌日）から２年間 

④「地域包括支援センターの名称」：介護予防ケアマネジメント届出書に記載された地域包括支援センターの名称 

⑤「届出年月日」：介護予防ケアマネジメント届出書のサービス開始年月日 

⑥「区分支給限度額」：表示はされませんが「5,032単位」です。注意してください。 

様式第１号（第６条関係）

岡山市基本チェックリスト 2.更新（要介護・要支援認定/事業対象者）

0 0 0 1 2 3 4 5 6 7

　明　　・　大　　・　昭

〒

※居所が住民登録地と異なる場合に記入してください（住民登録地：　　　　　　　　　　　）

聞き取り：本人（平成29年4月10日）　・本人以外（誰に　子 介護 太郎 平成 29年 4月5日）

Ｎo．

1 虚弱

2

3

4

5

6 運動

7

8

9

10

11 低栄

12
　点

2/2

13 口腔

14

15

16

17

18 認知

19

20

21 うつ

22

23

24

25

被保険者番号

１．はい

閉込

16該

　点
3/5

点
2/3

　点

1/3

　点
2/5

質問事項（右の回答欄のいずれかに○をつけてください）

　1.新規　

フ リ ガ ナ

住　  所
（居所）

氏　　名

申請区分

１．いいえ

０．はい １．いいえ

０．いいえ

バスや電車で１人で外出していますか

日用品の買物をしていますか

預貯金の出し入れをしていますか

友人の家を訪ねていますか

家族や友人の相談にのっていますか

階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか

椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか

　

点
10/20

６か月間で２～３㎏以上の体重減少がありましたか

肥満度は18.5未満ですか　 体重（ 　 　）ｋｇ/身長（　　 　　）ｃｍ＝ＢＭＩ（   　　　）

１．はい ０．いいえ

１．はい ０．いいえ

１．はい ０．いいえ

半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか

お茶や汁物等でむせることがありますか

口の渇きが気になりますか １．はい ０．いいえ

０．はい

１．はい

【回答欄】

０．はい １．いいえ

０．はい １．いいえ

０．はい

この１年間に転んだことがありますか

転倒に対する不安は大きいですか

０．はい １．いいえ

０．はい １．いいえ

０．はい １．いいえ

０．はい １．いいえ

１．はい ０．いいえ

１５分位続けて歩いていますか

１．いいえ

１．はい ０．いいえ

週に１回以上は外出していますか

昨年と比べて外出の回数が減っていますか

１．はい ０．いいえ

０．はい １．いいえ

(ここ２週間)わけもなく疲れたような感じがする

今日は何月何日かわからない時がありますか ０．いいえ

周りの人から｢いつも同じ事を聞く｣などの物忘れがあると言われますか

自分で電話番号を調べて，電話をかけることをしていますか

１．はい ０．いいえ

１．はい ０．いいえ

１．はい ０．いいえ

１．はい

　　　カイゴ　ハナコ

　　　　介護　花子

住所地特例者　保険者名（　　　　　　）

生年
月日 5　年　5　月　5　日

　　　　　　　（　87　）歳

本人・家族

本人・家族

本人・家族

委託先居宅介護支援事業所

地域包括支援センター

福祉事務所・支所

【記入確認者　所属／氏名】 【確認相手】【確認欄】

０．いいえ

１．はい ０．いいえ

(ここ２週間)毎日の生活に充実感がない

(ここ２週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった

(ここ２週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる

(ここ２週間)自分が役に立つ人間だと思えない

様式第２号（第６条関係）

□ 新規 □更新 □住所地特例者（保険者名　　　　　　　　）

フリガナ

　明・大・昭

電話番号　　　　　（　　　　）

電話番号　　　　　（　　　　）

サービス開始・変更年月日

岡山市長　様

　事業対象者として，岡山市の総合事業サービスを利用したいので，上記の事業者に介護予防ケアマネジメ

ントを依頼することを届け出ます。

平成　29 年　4 月　1 5 日

被保険者 住　所

電話番号　０８６　（　９９９　）　９９９９

氏　名

（ご注意）

1 新規・更新の場合

2 変更の場合

3 提出方法

 □被保険者資格 □届出の重複 □作成者区分

 □基本チェックリスト結果（該当／非該当） □要介護（要支援）確認シート

 □要支援者からの更新 □事業対象者からの更新

岡山市総合事業利用に係る介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書　　　　

0 0 0 3 4 5 6

介護　花子

　岡山市北区鹿田町９－９－９

7

岡山市北区中央地域包括支援センター 岡山市北区鹿田町１－１－１

○○居宅介護支援事業所

9 9

介護予防ケアマネジメントを依頼（変更）する地域包括支援センター

確

認
欄

保

険
者

市

受
付

介護予防ケアマネジメントを依頼する地域包括支援センター又は介護予防ケアマネジメントを受託する居宅介護支
援事業所を変更するときは，変更年月日を記入の上，必ず岡山市へ届け出てください。

届出のない場合，サービスに係る費用を一旦、全額負担していただくことがあります。

この届出書は，介護予防ケアマネジメントを依頼する事業者が決まり次第，速やかに岡山市へ提出してください

（事業対象者の有効期間更新の場合もご提出ください。）。

居宅介護支援事業所の所在地

　　　平成　　２９ 　年　　５　月　　１ 　日

9

0

男　・　女

生年月日

00

介護保険被保険者証と事業対象者の確認に係る岡山市基本チェックリスト（本届出書提出日前３０日以内のもの）

を添付して提出してください。

1 2

個人番号

9 993

岡山市北区大供１－１－１

9

介護予防ケアマネジメントを受託する居宅介護支援事業者（※地域包括支援センターが作成する場合は記入不要）

0

地域包括支援センター名

1 0

介護　花子

カイゴ　ハナコ

性　　別

　　　5　年　5　月　5　日

3 3

事　業　所　番　号

事　業　所　番　号

居宅介護支援事業所名

5

地域包括支援センターの所在地

3 9

申請区分

被保険者氏名 被保険者番号

2

✔

中央福祉

H29, 4, 15
受付印

サービス開始年月日： 

 前認定の有効期間の満了日の翌日 

基本チェックリストの有効期限は

最大３０日です。提出日に注意し

てください。 

※更新の場合 

 認定満了日の３０日前から介護

予防ケアマネジメント届出書の提

出ができます。 

 

② 

③⑤ 

④ 

 

介　護　保　険　被　保　険　者　証
要介護状態

区　 分 　等 事業対象者
内　　　容 期　　　　　　間

 開始年月日

 終了年月日認定年月日
（事業対象者の場合

は、基本チェ ック

リスト実施日）

認　 定　 の

有 効 期 間

 令和元年　１０月　１日  開始年月日

 終了年月日

       令和元年　１０月  １日  開始年月日

 終了年月日

給 付 制 限

居宅介護支援
令和元年　１０月　１日１月あたり 　　　　　５，０３２単位  届出年月日

居宅サービス等

区　分　支　給　限　度　基　準　額
岡山市北区中央地域包括支援センター

事業者若しくは

フ リ ガ ナ カイゴ 　ハナコ

うち種類支給

限 度 基 準 額

サ　ー　ビ　ス　の　種　類 種類支給限度基準額
介護予防支援

住　　　所

７００－８５４６  　　　　～令和３年　９月３０日
岡山市北区鹿田町1丁目 １ 番 １ 号

氏　　　名

事業者及びその

介護　花子 事業所の名称又

認定審査会

の意見及び

サービスの

種類の指定

交付年月日 令和元年１０月  １日
 届出年月日

 届出年月日
は地域包括支援

生年月日 昭和　５年　５月　５日
性

別 女 センターの名称

被
 

保
 

険
 

者

番　　　号 ０００１２３４５６７

保険者番号

並　 び　 に

保険者の名称

及 　び　 印

介護保険

施 設 等

種類3 3 1 0 0 9  入所等年月日

名称 岡山市北区大供一丁目 １ 番 １ 号

電話（086）803-1000
 入所等年月日

 入所等年月日

岡 山 市 種類
 入所等年月日

名称

岡山市

の 印

1

2

3

4
56
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【新規の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「要介護状態区分等」：事業対象者 

②「認定年月日」：基本チェックリストを実施し、事業対象者候補となった日 

③「認定の有効期間」：介護予防ケアマネジメント届出書のサービス開始年月日（介護予防ケアマネジメント届出

書提出日）から２年間 

④「地域包括支援センターの名称」：介護予防ケアマネジメント届出書に記載された地域包括支援センターの名称 

⑤「届出年月日」：介護予防ケアマネジメント届出書のサービス開始年月日 

⑥「区分支給限度額」：表示はされませんが「5,032単位」です。注意してください。 

様式第１号（第６条関係）

岡山市基本チェックリスト 2.更新（要介護・要支援認定/事業対象者）

被保険者番号 0 0 0 2 3 4 5 6 7 8

　明　　・　大　　・　昭

〒

※居所が住民登録地と異なる場合に記入してください（住民登録地：　　　　　　　　　　　）

聞き取り：　本人（　３０年　５月１０日）・本人以外（誰に　　　　　　　　　　　　年　　月　　日）

Ｎo．

1 虚弱

2

3

4

5

6 運動

7

8

9

10

11 低栄

12
　点
2/2

13 口腔

14

15

16

17

18 認知

19

20

21 うつ

22

23

24

25

住所地特例者　保険者名（　　　　　　）

生年
月日 １０ 　年　１０ 　月　１０　日

　　　　　　　（　　　　）歳

０．いいえ

１．はい ０．いいえ

(ここ２週間)毎日の生活に充実感がない

(ここ２週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった

(ここ２週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる

(ここ２週間)自分が役に立つ人間だと思えない

(ここ２週間)わけもなく疲れたような感じがする

今日は何月何日かわからない時がありますか

周りの人から｢いつも同じ事を聞く｣などの物忘れがあると言われますか

自分で電話番号を調べて，電話をかけることをしていますか

１．はい ０．いいえ

１．はい ０．いいえ

１．はい ０．いいえ

１．はい

　
点

10/20

６か月間で２～３㎏以上の体重減少がありましたか

肥満度は18.5未満ですか　体重（ 　 　）ｋｇ/身長（　　 　　）ｃｍ＝ＢＭＩ（   　　　）

１．はい ０．いいえ

１．はい ０．いいえ

１．はい ０．いいえ

半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか

お茶や汁物等でむせることがありますか

口の渇きが気になりますか １．はい ０．いいえ

０．はい

１．はい

【回答欄】

０．はい １．いいえ

０．はい １．いいえ

０．はい

　1.新規　

フ リ ガ ナ

住　所
（居所）

氏　　名

申請区分

１．いいえ

０．はい １．いいえ

０．いいえ

バスや電車で１人で外出していますか

日用品の買物をしていますか

預貯金の出し入れをしていますか

友人の家を訪ねていますか

家族や友人の相談にのっていますか

階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか

椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか

１５分位続けて歩いていますか

この１年間に転んだことがありますか

転倒に対する不安は大きいですか

０．はい １．いいえ

０．はい １．いいえ

０．はい

介護　梅子

カイゴ　ウメコ

１．はい

閉込

16該

　点

3/5

点
2/3

　点

1/3

　点

2/5

質問事項（右の回答欄のいずれかに○をつけてください）

１．いいえ

０．はい １．いいえ

１．はい ０．いいえ

１．いいえ

１．はい ０．いいえ

週に１回以上は外出していますか

昨年と比べて外出の回数が減っていますか

１．はい ０．いいえ

０．はい １．いいえ

０．いいえ

サービス開始年月日： 

 介護予防ケアマネジメント届出書提出日 

基本チェックリストの有効期限は最

大３０日です。提出日に注意してく

ださい。 

 
 

 

種類 入所等年月日

岡　山　市 名称 退所等年月日

種類

保険者番号

並　 び　 に

保険者の名称

及 　び　 印

3 3 1 0 0

届出年月日

交付年月日

認定審査

会の意見

及びサー

ビスの種

類の指定

平成 30 年 6 月 29 日

入所等年月日
電話（086）803-1000

名称 退所等年月日

9

岡山市北区大供一丁目１番１号 届出年月日

介護保

険施設

等

氏　　　名
限 度 基 準額

介護　梅子

生年月日
性

別
昭和10年10月10日 女

日

フ リ ガ ナ
サービスの種類 種類支給限度基準額

ｶｲｺﾞ　ｳﾒｺ うち種類支給

平成 30 年 6 月 22

居宅ｻｰﾋﾞｽ等

１月あたり
届出年月日

岡山市東区地域包括支援センター

被

 

保
 

険

 

者

番　　　号

月 30 日 終了年月日
７０４－８５４５ 区　分　支　給　限　度　基　準　額

居 宅 介 護 支

援事業者若し

くは介護予防

支 援 事 業 者

及びその事業

所 の 名 称 又

は 地 域 包 括

支援センター

の 名 称

岡山市東区西大寺南町七丁目７番７号

有 効 期 間 ～ 平成 32 年 6

住所

認 定 の 平成

15 日 開始年月日

30 年 6 月 15 日

（一） （二）

給付制限

（三）

介　護　保　険　被　保　険　者 　証

要 介 護 状 態 事業対象者
内容 期間

区 分 等 開始年月日
認 定 年 月 日 終了年月日
(事業対象者の

場合は、基本ﾁｪｯ

ｸﾘｽﾄ実施日)

平成 30 年 6 月
終了年月日

０ ０ ０ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 開始年月日

岡山
市長

①

②

③

⑥
④

⑤

② 

③⑤ 

④ 
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第３章 介護予防ケアマネジメント 

１ ケアマネジメントの区分 

平成２６年法改正により、介護予防ケアマネジメントは、予防給付による「介護予防支援」（以下

「介護予防支援」という。）と総合事業による「介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事

業）」（以下「介護予防ケアマネジメント」という。）の２種類になっています。 

ケアマネジメントの区分は、利用するサービスにより異なります。 

以下、図表で整理していますのでご確認ください。 

 

利用者 

区分 

サービス利用パターン サービス費の区分 ケアマネジメントの区分 

事業対象者 
サービス・活動事業のみ 

（訪問型・通所型） 
総合事業 

介護予防ケアマネジメント 

（ケアマネジメント A） 

要支援 

１・２ 

介護予防サービスのみ 

（訪問看護・福祉用具貸与等） 
予防給付 介護予防支援 

介護予防サービス 

＋サービス・活動事業 

予防給付と 

総合事業 
介護予防支援 

サービス・活動事業のみ 

（訪問型・通所型） 
総合事業 

介護予防ケアマネジメント 

（ケアマネジメント A） 
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２ 介護予防ケアマネジメントの基本的な考え方 

（１） 介護予防ケアマネジメントの考え方 

介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センター（委託を受けた居宅介護支援事業者を含

む）が居宅要支援被保険者等に対するアセスメントを行い、その状態や置かれている環境等に応じ

て、目標を設定し、その達成に向けて介護予防の取組を生活の中に取り入れ、自ら実施、評価でき

るよう支援するものです。また、利用者自身が、地域で何らかの役割を果たせる活動を継続するこ

とにより、利用者の生活上の困りごとに対して、利用者の自立支援に資するよう、心身機能の改善

だけではなく、地域の中で生きがいや役割を持って生活できるような居場所に通い続けるなど、「心

身機能」「活動」「参加」の視点を踏まえた内容となるよう利用者の多様な選択を支援していくことが

重要です。このようなことから、適切なアセスメントの実施により、利用者の状況を踏まえた目標を

設定し、利用者本人がそれを理解した上で、その達成のために必要なサービスを主体的に利用し

て、目標の達成に取り組んでいけるよう、具体的にサービス・活動事業や一般介護予防事業等を含

めた利用について検討していくこととなります。 

 

（平成２７年６月５日老振発0605第１号通知 別紙「地域支援事業実施要項」 

（令和６年８月５日一部改正）より抜粋） 

 

（２） 岡山市の介護予防ケアマネジメントの考え方 

岡山市では、「第１章 ４ サービス・活動事業の対象者」で述べているとおり、サービス・活動事業

のみを希望する場合であっても、利用者の状況に応じた適切なサービスを提供するためには、新規

利用者の場合は、要介護（要支援）認定が望ましいと考えています。 

要支援者は、介護予防サービスも含めてケアマネジメントを実施すること、また、岡山市のサービ

ス・活動事業については、指定事業であり、どのサービスにおいても給付管理が必要になることを

踏まえ、介護予防ケアマネジメントについても、介護予防支援に相当する「ケアマネジメントA」を実

施することとしています。 

また、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備を同時にすすめていく

地域包括ケアシステムの実現のための仕組みのひとつとして、地域ケア会議があります。岡山市で

は、個別事例の検討を行う地域ケア個別会議、住民主体で個別課題・地域課題の解決のための地

域づくり活動を行う小地域ケア会議、この２種類の会議で把握された地域課題の共有化を行う地域

ケア連携会議、そして、地域ケア連携会議から集約された地域課題等について庁内で検討し、政策

形成に結び付けていくための地域ケア推進会議を実施しています。 
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３ 介護予防ケアマネジメントの実施 

（１） 介護予防ケアマネジメント業務の流れ  

業務の流れについては、別冊の「 受託者向け 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務

の流れ」を参照してください。 

令和６年４月１日施行の介護保険法の改正により、介護予防支援事業所の指定を受けることが

可能となりました。直接契約に係る業務の流れについては、「指定介護予防支援事業者向け_介護

予防支援業務の流れ.」を参照してください。 

 

（２） 介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの委託について 

介護予防支援事業者・介護予防ケアマネジメント受託者である地域包括支援センターは介護予

防支援業務・介護予防ケアマネジメント業務の一部を居宅介護支援事業者に委託することができま

す。 

ただし、委託業務を行うにあたっては事前に、地域包括支援センターと居宅介護支援事業者との

間で業務委託契約が締結されていることが必要です。 

 

（３） 介護予防訪問（通所）サービスと生活支援訪問（通所）サービスの利用者の考え方  

介護予防訪問（通所）サービスと生活支援訪問（通所）サービスの利用者の考え方の目安を、以

下の図表のとおり整理していますので、ご確認ください。 

なお、図表はあくまでも業務の人員・設備・運営基準等を基にした目安となっています。 

介護予防訪問（通所）サービスを介護予防サービス計画原案等に位置付けた場合には、「介護予

防支援・介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）経過記録（サービス担当者会議の要

点を含む）」（Ｐ.５７参照）にその必要性について理由を記載してください。 

 

「岡山市版介護予防のアセスメントシート」 （Ｐ.５８参照）は、利用者の状況を踏まえた目標

設定や状態の維持改善に向けた支援を行うために、市、県介護支援専門員協会、地域包括支援セ

ンターで作成したものです。 

計画書原案作成前の段階では、計画を作成する上で必要と判断される項目についてご確認くだ

さい。必ずしも全項目を確認する必要はありません。 

ただし、３～６ヵ月を目途に全項目の確認をお願いします。 

項目は、多様なサービスを構築して行くうえでの重要な視点が含まれています。 

  ・ケアマネジャーがどのような視点でサービス導入をしているのか 

  ・地域に必要なサービスとは 

  ・どんな状態像の利用者がどのサービスを使うことが利用者の自立支援につながるのか 等 

 

  「社会性アセスメントシート」 （Ｐ.５９参照）は、サービス・活動事業の中でも短期集中サービス

実施加算の利用を検討する際に、「岡山市版介護予防のアセスメントシート」に加えて使用してくだ

さい。 

利用者の生きがいや地域とのつながりを確認し、地域において自立した在宅生活を送ることがで

きる状態を目指した目標設定をするうえで必要となる生きがい等に関する項目などを追加していま

す。  
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① 訪問型サービス 
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② 通所型サービス 
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４ 介護予防ケアマネジメントと介護予防支援の費用と請求 

（１） 介護予防ケアマネジメント費と介護予防支援費の報酬単位と請求について 

地域包括支援センターが実施（居宅介護支援事業所に委託している場合を含む）する介護予防

ケアマネジメント費については、次の報酬単位となります。介護予防支援費（Ⅰ）については「指定

介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」を参照してください。 

なお、居宅介護支援事業者が実施する介護予防支援費（Ⅱ）については、報酬単位や請求方法

が異なりますので、本マニュアルの対象外となります。 

 

令和６年４月利用分から 

介護予防ケアマネジメント費 

対象者 事業対象者、要支援者（介護予防支援の対象者を除く） 

対象サービス種別 ○サービス・活動事業（通所・訪問） 

種別コード・報酬 

AF1001 
介護予防ケアマネジメント 

（基本部分） 

AF1002 
介護予防ケアマネジメント 

（基本部分＋初回加算） 

AF1005 
介護予防ケアマネジメント 

（基本部分＋委託連携加算） 

AF1006 
介護予防ケアマネジメント 

（基本部分＋初回加算＋委託連携加算） 

プラン作成者 
地域包括支援センター 

委託先居宅介護支援事業所 

報酬 
現行と同様 

（基本報酬 ４４２単位、初回加算 ３００単位、委託連携加算 ３００単位） 

提出方法 
給付管理票   （包括→国保連） 

ケアマネジメント費請求情報（包括→国保連） 

報酬の支払い方法 国保連から包括・居宅に直接支払われる 

 

（参考） 

介護予防支援費（Ⅰ） 

報酬 基本報酬４４２単位 

※ 詳細については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」を参照してくださ

い。 

 

〇 過誤申立の方法 

介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書を岡山市に請求してください。 
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（２） 地域包括支援センターから委託を受けている居宅介護支援事業者について 

請求時期は翌月４日が締切となっています。提出書類や請求方法等、詳しくは別冊の「受託者向

け 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務の流れ」を参照ください。 

請求したケアマネジメント委託料は、国保連合会から支払われることとなります（県外の居宅介護

支援事業所、県外保険者の住所地特例者を除く）。事業所番号等十分注意のうえ、給付管理票を

作成してください。 

 

（３） 加算について 

① 初回加算 

新規に介護予防ケアプランを作成する場合に算定されます。 

※ 「新規」の考え方は、居宅介護支援及び介護予防支援と同様の取り扱いとなります。 

具体的には、次のとおりです。 

○ 契約の有無に関わらず、当該利用者について、過去２ヵ月以上、当該地域包括支援センタ

ーにおいて、介護予防ケアマネジメントを提供しておらず、介護予防ケアマネジメントが算定

されていない場合に、当該利用者に対して介護予防ケアプランを作成した場合 

○ 要介護認定者が、更新の結果、要支援１・２となり、介護予防ケアマネジメントを実施する

場合に、当該利用者に対して介護予防ケアプランを作成した場合 

 

② 委託連携加算 

地域包括支援センターが利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを居宅介護支援事業所

に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該居宅介護支援事業所に提供（*１）し、当該

居宅介護支援事業所における介護予防ケアプランの作成等に協力した場合は、当該委託を開

始した日（*２）の属する月に限り、利用者１人につき１回を限度として算定されます。 

なお、地域包括支援センターから居宅介護事業所に支払われる委託費は当該加算を勘案し

て設定することとなります。 

*１…地域包括支援センター及び居宅介護事業所の双方で必要書類の受け渡し等を行い、双方

がその旨を経過記録に記載した場合 

*２…地域包括支援センターから居宅介護支援事業所に委託し、サービスを開始した日 
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【委託連携加算算定要件】 

条件 委託連携加算 

新規 新規委託 ○ 

再開 ２ヵ月以上の未利用 × 

委託元・委託先の変更等 委託元包括 委託先  

変更あり 変更なし ○ 

変更あり 変更あり ○ 

変更なし 変更あり ○ 

更新 要介護認定 

→要支援認定 

変更なし ○ 

変更あり ○ 

暫定 新規暫定プラン→結果要支援 ○ 

 
（４） 減算について 

① 高齢者虐待防止未実施減算 

次のア～エの虐待の防止の措置を講じていない場合に減算されます。 

ア 当該介護予防ケアマネジメント受託事業所における虐待の防止のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催すると

ともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図る 

イ 当該介護予防ケアマネジメント受託事業所における虐待の防止のための指針を整備する 

ウ 当該介護予防ケアマネジメント受託事業所において、担当職員に対し、虐待の防止のた

めの研修を定期的に実施する 

エ ア～ウに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く 

 

② 業務継続計画未策定減算 

次の業務継続計画の策定等の措置を講じていない場合に減算されます。 

○ 介護予防ケアマネジメント受託者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対

する介護予防ケアマネジメントの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早

期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計

画に従い必要な措置を講じる 
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第４章 給付管理とサービス・活動事業費の請求事務 

１ サービス・活動事業のコードと事業所の関係 

サービス種類コードと事業所指定の関係及びサービス種類ごとの１単位の単価については以下の

とおりです。 

 

（１） サービス種類コードと事業所指定 ※詳細なコードは別表単位数サービスコード表を参照 

サービス 

種類コード 
サービス種類名 該当する事業所 

Ａ２ 介護予防訪問サービス 
岡山市の介護予防訪問サービス事業者の指定を受けて

いる事業所 

Ａ３ 生活支援訪問サービス 
岡山市の生活支援訪問サービス事業者の指定を受けて

いる事業所 

Ａ６ 介護予防通所サービス 
岡山市の介護予防通所サービス事業者の指定を受けて

いる事業所 

Ａ７ 生活支援通所サービス 
岡山市の生活支援通所サービス事業者の指定を受けて

いる事業所 

※ 総合事業のサービス・活動事業者の指定状況は事業者指導課のホームページに掲載しています。 

（毎月更新） 

 

（２） サービス種類ごとの１単位の単価について 

サービス １単位の単価 

Ａ２：介護予防訪問サービス 10.21 

Ａ３：生活支援訪問サービス 10.21 

Ａ６：介護予防通所サービス 10.14 

Ａ７：生活支援通所サービス 10.14 
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２ 総合事業における日割り算定について 

介護保険事務処理システム変更に係る参考資料（確定版） （令和６年３月２８日事務連絡） 

総合事業の第１号訪問事業及び第１号通所事業の日割り請求は、月の途中から利用開始の契約

を行った場合、包括報酬でなく契約日を起算日とするなど、従来の予防給付と起算日が異なります。

主な利用例を次に示しますが、詳しくは次ページ以降の資料でご確認ください。 

・以下の対象事由に該当する場合、日割りで算定する。該当しない場合は、月額包括報酬で算定

する。 

・日割りの算定方法については、実際に利用した日数にかかわらず、サービス算定対象期間（※）

に応じた日数による日割りとする。具体的には、用意された日額のサービスコードの単位数に、

サービス算定対象日数を乗じて単位数を算定する。 

※サービス算定対象期間:月の途中に開始した場合は、起算日から月末までの期間。 

月の途中に終了した場合は、月初から起算日までの期間。 

（１）月途中で新規に総合事業サービスを利用する場合

①契約日(7/10)を起算日として日割算定する場合：日割単位数×２１日

②双方の合意によりサービス利用開始日(7/20)を起算日として日割算定する場合：

：日割単位数×１２日

①、②のいずれの算定方法も可

（２）月途中で新規に生活支援サービスから介護予防サービスに変更した場合

　（７月１６日に生活支援サービスから介護予防サービスに変更した場合）

①契約日(7/16)を起算日として日割算定する場合：

   生活支援サービス　日割単位数×１５日

　介護予防サービス　日割単位数×１６日

②双方の合意によりサービス利用開始日(7/20)を起算日として日割算定する場合：

   生活支援サービス　日割単位数×１９日

　介護予防サービス　日割単位数×１２日

①、②のいずれの算定方法も可

　※利用者との契約日を起算日として日割算定を行います。ただし、利用者と事業者双方の合意があれ
ば、利用開始予定日等を起算日としても差し支えありません。

　※利用者との契約日を起算日として日割算定を行います。ただし、利用者と事業者双方の合意があれ
ば、利用開始予定日等を起算日としても差し支えありません。

7/1 7/10（契約日） 7/20（サービス開始予定日） 7/31

7/1 7/16（契約日） 7/20（サービス開始予定日） 7/31

生活支援サービス 介護予防サービス

介護予防サービス又は生活支援サービス
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＜対象事由と起算日＞ 

月額報酬対象サービス 月途中の事由 起算日※２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防通所リハ 

（介護予防特定施設入居者

生活介護における外部サー

ビス利用型を含む） 

開
始 

・区分変更（要支援Ⅰ ⇔要支援Ⅱ ） 変更日 

・区分変更（要介護→要支援） 

・サービス事業所の変更（同一サービス

種類のみ）（※１） 

・事業開始（指定有効期間開始） 

・事業所指定効力停止の解除 

契約日 

・介護予防特定施設入居者生活介護又は

介護予防認知症対応型共同生活介護の退

居（※１） 

退居日の翌日 

・介護予防小規模多機能型居宅介護の契

約解除（※１） 

契約解除日の翌日 

・介護予防短期入所生活介護又は介護予

防短期入所療養介護の退所（※１） 

退所日の翌日 

・公費適用の有効期間開始 開始日 

・生保単独から生保併用への変更（６５

歳になって被保険者資格を取得した場

合） 

資格取得日 

終
了 

・区分変更（要支援Ⅰ ⇔要支援Ⅱ ） 変更日 

・区分変更（要支援→要介護） 

・サービス事業所の変更（同一サービス

種類のみ）（※１） 

・事業廃止（指定有効期間満了） 

・事業所指定効力停止の開始 

契約解除日 

 

 

（廃止・満了日） 

（開始日） 

・介護予防特定施設入居者生活介護又は

介護予防認知症対応型共同生活介護の入

居（※１） 

入居日の前日 

・介護予防小規模多機能型居宅介護の利

用者の登録開始（※１） 

サービス提供日（通

い、訪問又は宿泊）

の前日 

・介護予防短期入所生活介護又は介護予

防短期入所療養介護の入所（※１） 

入所日の前日 

・公費適用の有効期間終了 終了日 
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月額報酬対象サービス 月途中の事由 起算日※２ 

 

 

 

 

 

 

 

小規模多機能型居宅介護 

介護予防小規模多機能型居

宅介護 

複合型サービス（看護小規

模多機能型居宅介護） 

開
始 

・区分変更（要介護１～要介護５の間、要

支援Ⅰ ⇔要支援Ⅱ ） 

変更日 

・区分変更（要介護⇔要支援） 

・サービス事業所の変更（同一サービス種

類のみ） 

・事業開始（指定有効期間開始） 

・事業所指定効力停止の解除 

・受給資格取得 

・転入 

・利用者の登録開始（前月以前から継続し

ている場合を除く） 

サービス提供日 

（通い、訪問又は宿

泊） 

 

・公費適用の有効期間開始 開始日 

・生保単独から生保併用への変更（６５歳

になって被保険者資格を取得した場合） 

資格取得日 

終
了 

 

・区分変更（要介護１～要介護５の間、要

支援Ⅰ ⇔要支援Ⅱ ） 

変更日 

・区分変更（要介護⇔要支援） 

・サービス事業所の変更（同一サービス種

類のみ） 

・事業廃止（指定有効期間満了） 

・事業所指定効力停止の開始 

・受給資格喪失 

・転出 

・利用者との契約解除 

契約解除日 

 

 

（廃止・満了日） 

（開始日） 

（喪失日） 

（転出日） 

・公費適用の有効期間終了 終了日 

 

 

 

 

 

 

夜間対応型訪問介護 

地域密着型通所介護（療養

通所介護） 

開
始 

・サービス事業所の変更（同一サービス種

類のみ）（※１） 

・事業所指定効力停止の解除 

・利用者の登録開始（前月以前から継続し

ている場合を除く） 

契約日 

・公費適用の有効期間開始 開始日 

・生保単独から生保併用への変更（６５歳

になって被保険者資格を取得した場合） 

資格取得日 

終
了 

・サービス事業所の変更（同一サービス種

類のみ）（※１） 

・事業所指定有効期間満了 

・事業所指定効力停止の開始 

・利用者との契約解除 

契約解除日 

 

（満了日） 

（開始日） 

・公費適用の有効期間終了 終了日 
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月額報酬対象サービス 月途中の事由 起算日※２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問看護（定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所

と連携して訪問看護を行う

場合） 

開
始 

・区分変更（要介護１～要介護５の間） 変更日 

・区分変更（要支援→要介護） 

・サービス事業所の変更（同一サービス種

類のみ）（※１） 

・事業開始（指定有効期間開始） 

・事業所指定効力停止の解除 

・利用者の登録開始（前月以前から継続し

ている場合を除く） 

契約日 

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護

の退所（※１） 

・小規模多機能型居宅介護（短期利用

型）、認知症対応型共同生活介護（短期利

用型）、特定施設入居者生活介護（短期利

用型）又は地域密着型特定施設入居者生活

介護、複合型サービス（看護小規模多機能

型居宅介護・短期利用型）の退居（※１） 

退所日の翌日 

 

退居日の翌日 

・医療保険の訪問看護の給付対象となった

期間（ただし、特別訪問看護指示書の場合

を除く） 

給付終了日の翌日 

・公費適用の有効期間開始 開始日 

・生保単独から生保併用への変更（６５歳

になって被保険者資格を取得した場合） 

資格取得日 

終
了 

・区分変更（要介護１～要介護５の間） 変更日 

・区分変更（要介護→要支援） 

・サービス事業所の変更（同一サービス種

類のみ）（※１） 

・事業廃止（指定有効期間満了） 

・事業所指定効力停止の開始 

・利用者との契約解除 

契約解除日 

 

 

（満了日） 

（開始日） 

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護

の入所(※１) 

・小規模多機能型居宅介護（短期利用

型）、認知症対応型共同生活介護（短期利

用型）、特定施設入居者生活介護（短期利

用型）又は地域密着型特定施設入居者生活

介護、複合型サービス（看護小規模多機能

型居宅介護・短期利用型）の入居（※１） 

入所日の前日 

 

入居日の前日 

 

 

 

・医療保険の訪問看護の給付対象となった

期間（ただし、特別訪問看護指示書の場合

を除く） 

給付開始日の前日 

・公費適用の有効期間終了 終了日 

  



３７ 

月額報酬対象サービス 月途中の事由 起算日※２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期巡回・随時対応型訪問

介護看護 

開
始 

・区分変更（要介護１～要介護５の間） 変更日 

・区分変更（要支援→要介護） 

・サービス事業所の変更（同一サービス種

類のみ）（※１） 

・事業開始（指定有効期間開始） 

・事業所指定効力停止の解除 

・利用者の登録開始（前月以前から継続し

ている場合を除く） 

契約日 

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護

の退所（※１） 

・小規模多機能型居宅介護（短期利用

型）、認知症対応型共同生活介護（短期利

用型）、特定施設入居者生活介護（短期利

用型）又は地域密着型特定施設入居者生活

介護、複合型サービス（看護小規模多機能

型居宅介護・短期利用型）の退居（※１） 

退所日 

 

退居日 

・医療保険の訪問看護の給付対象となった期間 給付終了日の翌日 

・公費適用の有効期間開始 開始日 

・生保単独から生保併用への変更（６５歳

になって被保険者資格を取得した場合） 

資格取得日 

終
了 

・区分変更（要介護１～要介護５の間） 変更日 

・区分変更（要介護→要支援） 

・サービス事業所の変更（同一サービス種

類のみ）（※１） 

・事業廃止（指定有効期間満了） 

・事業所指定効力停止の開始 

・利用者との契約解除 

契約解除日 

 

 

（満了日） 

（開始日） 

・短期入所生活介護又は短期入所療養介護

の入所(※１) 

・小規模多機能型居宅介護（短期利用

型）、認知症対応型共同生活介護（短期利

用型）、特定施設入居者生活介護（短期利

用型）又は地域密着型特定施設入居者生活

介護、複合型サービス（看護小規模多機能

型居宅介護・短期利用型）の入居（※１） 

入所日の前日 

 

入居日の前日 

 

 

 

 

 

・医療保険の訪問看護の給付対象となった期間 給付開始日の前日 

・公費適用の有効期間終了 終了日 

 

 

福祉用具貸与 

介護予防福祉用具貸与 

（特定施設入居者生活介護

及び介護予防特定施設入居

者生活介護における外部サ

ービス利用型を含む） 

開
始 

・福祉用具貸与の開始月と中止月が異な

り、かつ、当該月の貸与期間が一月に満た

ない場合（ただし、当分の間、半月単位の

計算方法を行うことも差し支えない） 

開始日 

・公費適用の有効期間開始 開始日 

・生保単独から生保併用への変更（６５歳

になって被保険者資格を取得した場合） 

資格取得日 

終
了 

・福祉用具貸与の開始月と中止月が異な

り、かつ、当該月の貸与期間が一月に満た

ない場合（ただし、当分の間、半月単位の

計算方法を行うことも差し支えない） 

中止日 

・公費適用の有効期間終了 終了日 



３８ 

月額報酬対象サービス 月途中の事由 起算日※２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防・日常生活支援総

合事業 

・訪問型サービス（独自） 

・通所型サービス（独自） 

 

※月額包括報酬の単位とし

た場合 

開
始 

・区分変更（要支援Ⅰ ⇔要支援Ⅱ ）（通所

型サービス（独自）のみ） 

・区分変更（事業対象者→要支援）（通所

型サービス（独自）のみ） 

変更日 

・区分変更（要介護→要支援） 

・サービス事業所の変更（同一サービス種

類のみ）（※１） 

・事業開始（指定有効期間開始） 

・事業所指定効力停止の解除 

契約日 

・利用者との契約開始 契約日 

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介

護予防認知症対応型共同生活介護の退居

（※１） 

退居日の翌日 

・介護予防小規模多機能型居宅介護の契約

解除（※１） 

契約解除日の翌日 

・介護予防短期入所生活介護の退所（※

１） 

退所日の翌日 

・介護予防短期入所療養介護の退所・退院

（※１） 

退所・退院日又は退

所・退院日の翌日 

・公費適用の有効期間開始 開始日 

・生保単独から生保併用への変更（６５歳

になって被保険者資格を取得した場合） 

資格取得日 

・区分変更（要支援Ⅰ ⇔要支援Ⅱ ）（通所

型サービス（独自）のみ） 

・区分変更（事業対象者→要支援）（通所

型サービス（独自）のみ） 

変更日 

終
了 

・区分変更（事業対象者→要介護） 

・区分変更（要支援→要介護） 

・サービス事業所の変更（同一サービス種

類のみ）（※１） 

・事業廃止（指定有効期間満了） 

・事業所指定効力停止の開始 

契約解除日 

 

（廃止・満了日） 

 

（開始日） 

・利用者との契約解除 契約解除日 

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介

護予防認知症対応型共同生活介護の入居

（※１） 

入居日の前日 

・介護予防小規模多機能型居宅介護の利用

者の登録開始（※１） 

サービス提供日（通

い、訪問又は宿泊）の

前日 

・介護予防短期入所生活介護の入所（※

１） 

入所日の前日 

・介護予防短期入所療養介護の入所・入院

（※１） 

入所・入院日又は入

所・入院日の前日 

・公費適用の有効期間終了 終了日 

 



３９ 

月額報酬対象サービス 月途中の事由 起算日※２ 

 

 

 

 

 

居宅介護支援費 

介護予防支援費 

介護予防ケアマネジメント

費 

― 

・日割りは行わない 

・月の途中で、事業者の変更がある場合

は、変更後の事業者のみ月額包括報酬の算

定を可能とする。（※１） 

・月の途中で、要介護度に変更がある場合

は、月末における要介護度に応じた報酬を

算定するものとする。 

・月の途中で、利用者が他の保険者に転出

する場合は、それぞれの保険者において月

額包括報酬の算定を可能とする 

・月の途中で、生保単独から生保併用へ変

更がある場合は、それぞれにおいて月額包

括報酬の算定を可能とする。 

― 

 

 

 

 

 

 

日割り計算用サービスコー

ドがない加算及び減算 
― 

・日割りは行わない 

・月の途中で、事業者の変更がある場合

は、変更後の事業者のみ月額包括報酬の算

定を可能とする。（※１） 

・月の途中で、要介護度（要支援含む）に

変更がある場合は、月末における要介護度

（要支援含む）に応じた報酬を算定するも

のとする。 

・月の途中で、利用者が他の保険者に転出

する場合は、それぞれの保険者において月

額包括報酬の算定を可能とする 

・月の途中で、生保単独から生保併用へ変

更がある場合は、それぞれにおいて月額包

括報酬の算定を可能とする。（月途中に介

護保険から生保単独、生保併用に変更とな

った場合も同様） 

― 

 
※１ ただし、利用者が月の途中で他の保険者に転出する場合を除く。月の途中で、利用者が他の保

険者に転出する場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。 
   なお、保険者とは、政令市又は広域連合の場合は、構成市町村ではなく、政令市又は広域連合

を示す。 
※２ 終了の起算日は、引き続き月途中からの開始事由がある場合についてはその前日となる。 
 

 

  



４０ 

３ 総合事業における公費助成等の取扱いについて 

 

その他の制度における総合事業の取り扱いについては以下のとおりです。 

 

【その他の制度における総合事業の取り扱い】 

Ａ２ Ａ３ Ａ６ Ａ７

訪問型サービス
（独自）

訪問型サービス
（独自/定率）

通所型サービス
（独自）

通所型サービス
（独自/定率）

12
生活保護 ○ ○ ○ ○

25
中国残留 ○ ○ ○ ○

81
原爆助成 ○ ○

58
全額免除 ○

 

○印は請求が可能な公費 

 

 

ア） 生活保護・中国残留邦人 

生活保護法(中国残留邦人等支援法においてその例による場合を含みます。)における、介護扶助

給付対象の範囲としては、全てのサービスについて給付対象とします。 

 

イ） 原子爆弾被爆者に対する公費助成について 

原子爆弾被爆者については、現在、通所介護や訪問介護等の自己負担部分について全額公費

による助成事業が行われているところですが、今般の総合事業の実施に伴う助成範囲については、

介護予防サービスのみであり生活支援サービスは対象ではありません。 

 

ウ） 障害者総合支援法に基づく自立支援給付（障害福祉サービス）について 

総合事業（第１号事業）は、介護保険サービスと同様に、障害福祉サービスに優先します。すなわ

ち、サービス内容や機能から障害福祉サービスに相当する介護保険サービス（第１号事業を含む）

がある場合には、介護保険を優先して受けることとなります。 

そこで、障害福祉サービスを受給することができる障害者については、障害者が必要としている支

援内容を受けることが可能か否かを適切に判断したうえで、介護保険サービス（第１号事業を含む）

を利用し、それだけでは必要と認められる支給量が確保できない場合、又はサービス内容や機能

から介護保険サービス（第１号事業を含む）には相当するものがない障害福祉サービスについて、

障害福祉サービスを利用することになります。 

 

 

 



４１ 

４ 「給付管理票」「請求明細書」記載例 

概略 

記載例１ 

パターン：『事業対象者』が総合事業を利用 

認定：総合事業［生活支援訪問Ａ３］、事業対象者、２割 

ポイント：・事業対象者は支給限度額が 5,032 単位 

・生活支援訪問（Ａ３）、生活支援通所（Ａ７）は請求書に給付率を記入しない 

・同じサービスでも１割～３割で異なる専用コードがある 

 

 

記載例２ 

パターン：『要支援者』が生活支援訪問（Ａ３）を利用 

翌月、身体状況の変化により月途中で介護予防サービス（Ａ２）を利用 

設定：総合事業[介護予防訪問Ａ２][生活支援訪問サービスＡ３]要支援１、１割 

ポイント：介護予防訪問（Ａ２）と生活支援訪問（Ａ３）を同月に請求する場合は給付率を記入する 

 

 

記載例３ 

パターン：『事業対象者（住所地特例者）』が総合事業を利用 

設定：総合事業[介護予防訪問Ａ２] 事業対象者 １割  

・保険者（他市） 

･住所地（岡山市） 

・岡山市総合事業利用 

ポイント：岡山市のサービスコードを記入する 

住所地特例用の事業費明細書欄に記入する 

岡山市の総合事業ルール（有効期間あり、支給限度額 5,032 単位）が適用される 

 

 

【請求方法についてのお問い合わせ先】 

〒７００－８５６８ 

 岡山市北区桑田町１７番５号 

 岡山県国民健康保険団体連合会 介護保険課 

 TEL ０８６－２２３－８８７６ 



４２ 

 様式第二の三（附則第二条関係）

介護予防・日常生活支援総合事業費明細書
（訪問型サービス費・通所型サービス費・その他の生活支援サービス費）

公費負担者番号

3 3 1 0 0 9

8 月分

公費受給者番号 保険者番号

令和 0 2 年 0

3 4 5 6 7 8

被

保

険

者

被保険者

番号
0 0 0 2

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 　カイゴ　ウメコ

氏名 　介護　梅子

生年月日

１明治　２大正　３昭和
性

別
１男 ２女

1 0

6 月

8 8 8 8 8 8

請

求

事

業

者

事業所

番号
3 3 7 8

事業所

名称 　△△ヘルパーステーション

所在地

〒 8 8

岡山県岡山市北区大供１－１－１

7 0 0 ― 8 8

日

要支援

状態区分等
事業対象者・要支援１・要支援２

認定有効

期間

令和 0 2 年 0 6

年 1 0 月 1 0

 電話番号　０８６－８８８－８８８８
令和 0 4 年 0 3 0

月 1 5 日 から
連絡先

日 まで

0 3 3
事業所

名称
　岡山市北区中央包括支援センター

開始

年月日
令和 0 2 年

介護予防

サービス

計画

　３．介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成

事業所

番号
3 3 0 0 1 0 0

月 日

事

業

費

明

細

欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数

中止

年月日
平成 年0 6 月 1 5 日

サービス単位数
公費分

回数
公費対象単位数 摘要

支援訪問Ⅰ（８割） Ａ 3 1 6 0 41 9 80

（

住

所

地

特

例

対

象

者

）

事

業

費

明

細

欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数
公費分

回数
公費対象単位数

施設所在

保険者番号
摘要

請

求

額

集

計

欄

①サービス種類コード

／②名称
Ａ 3

訪問型サービス

（独自／定率）

8 8

 日③サービス実日数 4  日  日

④計画単位数 9

 日

⑤限度額管理対象単位数 9 8

⑥限度額管理対象外単位数 0

8

給付率（/100）

⑦給付単位数（④⑤のうち

少ない数）＋⑥
9 8 8  事業

⑧公費分単位数  公費

⑨単位数単価 1 0 2 1

0

円／単位
合計

⑩事業費請求額 8 0

円／単位円／単位 円／単位

6 9 6 9

⑪利用者負担額 2 0 1 8

8 0

1 8

⑫公費請求額 0

2 0

0

⑬公費分本人負担 0 0

枚中 枚目

▲ ▲ ▲ ▲
サービス種類

Ａ３（訪問型サービス 独自定率）

Ａ７（通所型サービス 独自定率）

は負担割合証の割合で審査を行わ

ないので給付率を記入しない

▲▲

１．事業所請求額を求める

⑩事業費請求額

《《⑦給付単位数×⑨単位数単価》×給付率》

988 単位× 10.21円 ＝10,087.4 ≒10,087 円
10,087 円 × 80％ ＝ 8,069.6 ≒ 8,069 円

２．利用者負担額を求める

⑪利用者負担額

《⑦給付単位数×⑨単位数単価》－⑩事業費請求額

988 単位 ×10.21 円＝10,087.4 ≒ 10,087 
10,087 円 －8,069 円＝2,018 円

サービス種類Ａ３ Ａ７についてはサービスコードと異なる割合

で計算されていれば返戻となります。

２割のサービスコード

岡山市の地域区分

７級地の単価を設定する

訪問・・・１０．２１

通所・・・１０．１４

【 記載例1 】 請求明細書

2 割
令和 ２ 年　 ８ 月　 １日開始年月日

カイゴ　ウメコ

終了年月日 令和 ３ 年　 ７ 月 ３１ 日　　

住　　　所

生年月日

７０４－８５４５

岡山市東区西大寺南町七丁目７番７号

昭和10年10月10日
性

別
女

利用者負担の

割　　合
適　　用　　期　　間

フ リ ガ ナ

０００２３４５６７８

交付年月日 令和２年　８月　１日

被

 

保
 

険

 
者

番　　　号

介　護　保　険　負　担　割　合　証

氏　　　名 介護　梅子

 

  



４３ 

 様式第十一　（附則第二条関係）

給付管理票（令和 月分）

支援事業者の

令和 令和

サービス事業者の

事業所名

2 年 8

保険者番号 保険者名 作成区分

9 岡山市 　1.　　居宅介護支援事業者作成
　2.　　被保険者自己作成

　3.　　介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成
被保険者番号 被保険者氏名

0 0

0 0 0 1 2

3 3 1

3 4 2 5

　カイゴ　モモコ
居宅介護／介護予防
支援事業者番号

3 3 0 0
介護　桃子

フリガナ

1 0 05 6 7 0

　　明 ・ 大 ・ 昭
男　女

　　事業対象者　　要支援 １ ・ ２

　　要介護 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５

居宅介護／介護予防
支援事業者の事業所名

岡山市北区中央地域包括支援センター
12 年 12

生年月日 性別 要支援・要介護状態区分 担当介護支援専門員番号

月 12 日

居宅サービス・介護予防サービス・総合事業

限度額適用期間
支給限度基準額 事業所所在地及び連絡先

～
委託

した

場合

委託先の支援事業所番号

月 介護支援専門員番号5 月 4 年 4

居宅サービス・介護予防サービス・総合事業

事業所番号 指定/基準該当/

地域密着型

サービス/

総合事業識別

サービス サービス

給付計画単位数

(県番号-事業所番号）

5,032 単位／月

種類名 種類コード

2 年

△△ヘルパーステーション 3 3 7 8 8 8 8 2 5 8 58 8 8

指定/基準該当/

地域密着型

サービス/

総合事業識別

介護予防訪問サービス A

生活支援訪問サービス8 8 8 8 8

指定/基準該当/

地域密着型

サービス/

総合事業識別

△△ヘルパーステーション 3 3 7 8 8

指定/基準該当/

地域密着型

サービス/

総合事業識別

4 8A 3 4

指定/基準該当/

地域密着型

サービス/

総合事業識別

指定/基準該当/

地域密着型

サービス/

総合事業識別

指定/基準該当/

地域密着型

サービス/

総合事業識別

指定/基準該当/

地域密着型

サービス/

総合事業識別

指定/基準該当/

地域密着型

サービス/

総合事業識別

指定/基準該当/

地域密着型

サービス/

総合事業識別

指定/基準該当/

地域密着型

サービス/

総合事業識別

指定/基準該当/

地域密着型

サービス/

総合事業識別

 合計 1 0 3 3

令和２年８月サービス利用分

要支援１

【 記載例2 】 給付管理票

介護予防生活支援サービスのみの利用のため、

プラン代は、介護予防ケアマネジメント費として請求

総合事業の自己作成の選択不可

令和２年８月サービス利用

身体介護の必要がなかったため、生活支援

訪問サービス（A３）でサービスを利用していた。

↓
令和２年８月サービス利用

8/1～生活支援訪問サービス（A３）でサービス

を利用していたが、身体状況の変化により、身

体介護のサービスが必要となったため、8/16
～介護予防訪問サービス（A２）を利用すること

になった。

認定年月日
（事業対象者の場合

は、基本チェ ック

リスト実施日）

       令和２年　４月  ２３日

要介護状態

区　 分 　等 要支援１

認　 定　 の

有 効 期 間

 令和２年　５月　１日

（二）

 　　　　～令和４年　４月３０日

居宅サービス等

区　分　支　給　限　度　基　準　額

１月あたり

 令和２年　５月　１日

 　　　　～令和４年　４月３０日

　　　　　５，０３２単位

認定年月日
（事業対象者の場合

は、基本チェ ック

リスト実施日）

       令和２年　４月  ２３日

要介護状態

区　 分 　等 要支援１

認　 定　 の

有 効 期 間

 令和２年　５月　１日

（二）

 　　　　～令和４年　４月３０日

居宅サービス等

区　分　支　給　限　度　基　準　額

１月あたり

 令和２年　５月　１日

 　　　　～令和４年　４月３０日

　　　　　５，０３２単位
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 様式第二の三（附則第二条関係）

介護予防・日常生活支援総合事業費明細書
（訪問型サービス費・通所型サービス費・その他の生活支援サービス費）

公費負担者番号

3 3 1 0 0 9

8 月分

公費受給者番号 保険者番号

令和 0 2 年 0

2 3 4 5 6 7

被

保

険

者

被保険者

番号
0 0 0 1

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 　カイゴ　モモコ

氏名 　介護　桃子

生年月日

１明治　２大正　３昭和
性

別
１男 ２女

1 2

4 月

8 8 8 8 8 8

請

求

事

業

者

事業所

番号
3 3 7 8

事業所

名称 　△△ヘルパーステーション

所在地

〒 8 8

岡山県岡山市北区大供１－１－１

7 0 0 ― 8 8

日

要支援

状態区分等
事業対象者・要支援１・要支援２

認定有効

期間

令和 0 2 年 0 5

年 1 2 月 1 2

 電話番号　０８６－８８８－８８８８
令和 0 4 年 0 3 0

月 0 1 日 から
連絡先

日 まで

0 2 5
事業所

名称
　岡山市北区中央包括支援センター

開始

年月日
令和 0 2 年

介護予防

サービス

計画

　３．介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成

事業所

番号
3 3 0 0 1 0 0

月 日

事

業

費

明

細

欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数

中止

年月日
平成 年0 5 月 0 1 日

3 9 1

サービス単位数
公費分

回数
公費対象単位数 摘要

訪問型サービスⅠ日割 Ａ 2 2 1 1

支援訪問Ⅰ・日割（７割） Ａ 3 1 9 1

55 5 81

86 4 42 2 8 1

（

住

所

地

特

例

対

象

者

）

事

業

費

明

細

欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数
公費分

回数
公費対象単位数

施設所在

保険者番号
摘要

請

求

額

集

計

欄

①サービス種類コード

／②名称
Ａ 2 訪問型サービス

8 5

 日③サービス実日数 1 5  日 1 6

Ａ 3
訪問型サービス

（独自／定率）

 日

④計画単位数 5

 日

4 4⑤限度額管理対象単位数 5 8

4 4 8

⑥限度額管理対象外単位数 0

85

給付率（/100）

⑦給付単位数（④⑤のうち

少ない数）＋⑥
5

0

4 88 5 4  事業 7 0

⑧公費分単位数  公費

⑨単位数単価 1 0 2 1

00

円／単位
合計

⑩事業費請求額 4 1

円／単位円／単位
1 0 2 1

円／単位

8 0 3 2 8 1

⑪利用者負担額 1 7 9 2

7 30 1

6 5

⑫公費請求額

1 3 7 3

0

3 1

0

0

0

⑬公費分本人負担 0 0

枚中 枚目

▲ ▲ ▲ ▲▲▲

【 記載例2 】 請求明細書

▲▲▲

負担割合証の割合で審査を行う

Ａ２（訪問型サービス）

Ａ６（通所型サービス）

と負担割合証の割合で審査を行わない

Ａ３（訪問型サービス 独自定率）

Ａ７（通所型サービス 独自定率）

を１枚の請求明細書で請求する場合は給

付率を記入する

１割負担・・・「９０」

２割負担・・・「８０」

３割負担・・・「７０」

３割のサービスコード

０００１２３４５６７

交付年月日 令和２年　８月　１日

被

 
保

 

険
 

者

番　　　号

介　護　保　険　負　担　割　合　証

氏　　　名 介護　桃子

住　　　所

生年月日

７００－８５４６

岡山市北区鹿田町1丁目 １ 番 １ 号

昭和12年12月12日
性

別
女

利用者負担の

割　　合
適　　用　　期　　間

フ リ ガ ナ

終了年月日 令和 ３ 年　 ７ 月 ３１ 日　　

令和 ２ 年　 ８ 月　 １日開始年月日

カイゴ　モモコ

3 割
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 様式第二の三（附則第二条関係）

介護予防・日常生活支援総合事業費明細書

（訪問型サービス費・通所型サービス費・その他の生活支援サービス費）

公費負担者番号

7 7 7 7 7 7

8 月分

公費受給者番号 保険者番号

令和 0 2 年 0

7 6 5 4 3 2

被

保

険

者

被保険者

番号
0 0 0 8

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 　カイゴ　タロウ

氏名 　介護　太郎

生年月日

１明治　２大正　３昭和
性

別
１男 ２女

1 1

4 月

8 8 8 8 8 8

請

求

事

業

者

事業所

番号
3 3 7 8

事業所

名称 　△△ヘルパーステーション

所在地

〒 8 8

岡山県岡山市北区大供１－１－１

7 0 0 ― 8 8

日

要支援

状態区分等
事業対象者・要支援１・要支援２

認定有効

期間

令和 0 2 年 0 4

年 1 1 月 1 1

 電話番号　０８６－８８８－８８８８
令和 0 4 年 0 3 0

月 1 7 日 から
連絡先

日 まで

0 2 5
事業所

名称
　岡山市北区中央包括支援センター

開始

年月日
令和 0 2 年

介護予防

サービス

計画

　３．介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成

事業所

番号
3 3 0 0 1 0 0

月 日

事

業

費

明

細

欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数

中止

年月日
平成 年0 4 月 1 7 日

サービス単位数
公費分

回数
公費対象単位数 摘要

（

住

所

地

特

例

対

象

者

）

事

業

費

明

細

欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数
公費分

回数
公費対象単位数

施設所在

保険者番号
摘要

介護予防訪問介護Ⅰ Ａ 2 1 1 1 33100921 1 1 71

請

求

額

集

計

欄

①サービス種類コード

／②名称
Ａ 2 訪問型サービス

7 2

 日③サービス実日数 4  日  日

④計画単位数 1 1

 日

⑤限度額管理対象単位数 1 1 7

⑥限度額管理対象外単位数 0

2

給付率（/100）

⑦給付単位数（④⑤のうち

少ない数）＋⑥
1 1 7 2  事業 9 0

⑧公費分単位数  公費

⑨単位数単価 1 0 2 1

0

円／単位
合計

⑩事業費請求額 1 0 7

円／単位円／単位 円／単位

6 9 6 9

⑪利用者負担額 1 1 9 7

1 0 7

9 7

⑫公費請求額 0

1 1

0

⑬公費分本人負担 0 0

枚中 枚目

▲ ▲ ▲ ▲

被保険者が住所地特例対象者であり、住所地にて総合

事業サービスを受けた場合、事業費明細欄ではなく、事

業費明細欄（住所地特例対象者）に記載する

保険者市町村の証記載保険者番号ではなく、住所地

特例対象者が入所（入居）する施設の所在する市町

村の証記載保険者番号を記載する

▲ ▲ ▲ ▲

岡山市の総合事業サービスを実施し、岡山市のサー

ビスコードで保険者（７７７７７７）に請求する

岡山市の地域区分

７級地の単価を設定する

訪問・・・１０．２１

通所・・・１０．１４

【 記載例 ３】 請求明細書

▲▲

０００8765432

被
 

保
 

険

 
者

番　　　号

氏　　　名 介護　太郎

住　　　所

生年月日

７００－８５４５

岡山市北区大供８丁目８番８号

昭和11年11月11日
性

別
男

利用者負担の

割　　合
適　　用　　期　　間

フ リ ガ ナ

サービス付き高齢者住宅８８８

終了年月日 令和 ３ 年　 ７ 月 ３１ 日　　

令和 ２ 年　 ８ 月　 １日開始年月日

カイゴ　タロウ

1 割

終了年月日
割

開始年月日
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 ４ 暫定ケアプランによる介護・予防サービス計画作成依頼届出書の提出 

とケアプラン代の請求パターン･････････････････････････････････････７７ 

 

 

  



４７ 

１ 相談窓口での様式 

【帳票１】 介護相談連絡表 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４８ 

【帳票２】 要介護（要支援）認定確認シート 

 

要介護（要支援）認定確認シート 

 

要介護認定を受けた方が良いのか、受けなくても良いのかなどの介護相談の参考にさ

せていただくため、以下の質問にご協力ください。 

 

問１ 現在、要介護認定を受けていますか 

□受けていない（お体の状態を適切に把握するため認定をお勧めします） 

□受けている→今回の申請はケアマネに相談しましたか？（□はい・□いいえ） 

 

問２ 以下の質問にご協力ください 

 

質問事項 

 

基本チェックリストが 

お勧めの方 

 

認定申請が 

お勧めの方 

ア ヘルプサービスや 

デイサービスについて 

□体を鍛えたい・外に出たい 

□家事ができるようになりたい 

□リハビリがしたい 

□家事ができない 

イ 病院等の受診状況について 

 

□定期的な病院受診はない □入院、外来通院中 

ウ 生活状況について（お1人で） 

１）歩行できますか 

２）着替えができますか 

３）お風呂に入れますか 

４）トイレに行けますか 

５）食事ができますか 

６）支障がある物忘れがあります

か 

 

 

□できる 

□できる 

□できる 

□できる 

□できる 

□ない 

 

□できない 

□できない 

□できない 

□できない 

□できない 

□ある 

エ 使いたいサービスは □訪問介護（ホームヘル

プ） 

□通所介護（デイサービ

ス） 

□一般介護予防教室 

□わからない 

□住宅改修 

□福祉用具 

□ショートステイ 

□通所リハビリ 

□訪問看護 

□施設入所 

 

対応者 所属  氏名  

記入年月日    年   月  日 対象者氏名  

 

平成29年2月作成（岡山市） 



４９ 

 

要介護（要支援）認定確認シート 別紙 

（介護認定を勧める方・基本チェックリストを勧める方の考え方） 

 

岡山市・地域包括支援センターの考え方 

介護認定を勧める方 

（心身状況の確認） 

○要介護認定が見込まれる 

・介護の手間時間が多い項目が一人でできない 

（歩行、お風呂、トイレ、食事、物忘れ） 

・本人が成年被後見人（認知症があり、判断能力の低下が見られる） 

・本人が自力で基本チェックリストを記入できない 

（理解できない、移動に制限があり窓口に来られない など） 

○日常生活動作に医療上の注意事項がある 

・運動や動作に医師の注意事項がある 

・入院中である 

 

（サービスの希望） 

ア 継続的な生活支援がないと自宅生活が続かない 

イ 予防給付・介護給付サービスを希望している 

ウ どんなサービスを利用していいか分からない（新規の人） 

エ 区分支給限度額が要支援１（５，０３２単位）範囲を超える方（更新の人） 

 

基本チェックリストを勧める方 

（心身状況の確認） 

○お元気である（日常生活に人の手助けをほぼ必要としない） 

○医療上の注意事項がない 

○物忘れや行動・心理症状（ＢＰＳＤ・暴力・暴言・徘徊・幻覚など）がない 

 

（サービスの希望） 

ア 要支援状態からの自立の促進や重症化予防をしてほしい 

イ 訪問型・通所型のサービスのみを希望している 

ウ 事前にケアマネジャーと相談し、基本チェックリストが適当であると助言を受

けている方 

 

【参考】 

・基本チェックリストで事業対象者となった後、必要なときはいつでも要介護認定の申請が可能です。 

・要介護（要支援）認定後は、有効期間満了後に再度、認定か基本チェックリストの申請が可能です。 

平成29年2月作成（岡山市） 



５０ 

【帳票３】 基本チェックリスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５１ 

２ 介護予防ケアマネジメントの様式 

○ケアプラン関連 

（１）利用者基本情報 

 

 

利用者基本情報 

 

作成担当者： 

《基本情報》 

相 談 日 年  月  日（  ） 
来 所・電 話 

その他（      ） 

初 回 

再来（前  /  ） 

本人の現況 在宅・入院又は入所中（                ） 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

本人氏名 

  性別 
M・T・S  年  月  日生（   ）歳 

 

住  所  

Tel 

 

Fax 

    （   ） 

    

 （   ） 

日常生活 

自立度 

障害高齢者の日常生活自立度 自立・Ｊ１・Ｊ２・Ａ１・Ａ２・Ｂ１・Ｂ２・Ｃ１・Ｃ２  

認知症高齢者の日常生活自立度 自立・Ⅰ・Ⅱａ・Ⅱｂ・Ⅲａ・Ⅲｂ・Ⅳ・Ｍ 

認定・ 

総合事業 

情報 

非該当・要支１・要支２・要介１・要介２・要介３・要介４・要介５ 

有効期限： 年 月 日～ 年 月 日 （前回の介護度     ） 

基本チェックリスト記入結果：事業対象者の該当あり・事業対象者の該当なし 

基本チェックリスト記入日： 年 月 日 

障害等認定 身障（  ）、療育（  ）、精神（  ）、難病（  ） 

本人の 

住居環境 
自宅・借家・一戸建て・集合住宅・自室の有無（ ）階、住宅改修の有無 

経済状況 国民年金・厚生年金・障害年金・生活保護 

来 所 者 

(相談者) 

  

家

族

構

成 

家族構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族関係等の状況 

住  所 

連 絡 先 

 

   

 

続

柄 

 

 

緊急連絡先 

氏名 続柄 住所・連絡先 

   

   

   

   

 

◎=本人、○=女性、□=男性  

●■=死亡、☆=キーパーソン 

主介護者に「主」 

副介護者に「副」 

（同居家族は○で囲む） 

 



５２ 

 

  

《介護予防に関する事項》 

今までの生活 

 

 

現在の生活

状況（どんな

暮らしを送

っているか） 

１日の生活・すごし方 趣味・楽しみ・特技 

 

 

 

 

 

 

 
時間 本人 介護者・家族 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

友人・地域との関係 

 

 

《現病歴・既往歴と経過》（新しいものから書く・現在の状況に関連するものは必ず書く） 

年月日 病名 
医療機関・医師名 

（主治医・意見作成者に☆） 
経過 治療中の場合は内容 

 年 月 日 

 

 

 

 

 

 

Tel 

 

治療中 

経観中 

その他 

 

 

年 月 日 

 

 

 

 

 

 

Tel 

 

治療中 

経観中 

その他 

 

 

年 月 日 

 

 

 

 

 

 

Tel 

 

治療中 

経観中 

その他 

 

 

年 月 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel 

 

 

治療中 

経観中 

その他 

 

 

 

 

《現在利用しているサービス》 

公的サービス 非公的サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 地域包括支援センターが行う事業の実施に当たり、利用者の状況を把握する必要があるときは、基

本チェックリスト記入内容、要介護認定・要支援認定に係る調査内容、介護認定審査会による判定結

果・意見、及び主治医意見書と同様に、利用者基本情報、アセスメントシートを、居宅介護支援事業

者、居宅サービス事業者、総合事業におけるサービス事業等実施者、介護保険施設、主治医その他本

事業の実施に必要な範囲で関係する者に提示することに同意します。 

                                                  

年  月  日  氏名                       印  



５３ 

（２）介護予防サービス・支援計画書 

 

 
  

Ｎ
Ｏ

．

様
認

定
済

・
申

請
中

担
当

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

：
　

本
人

等
の

セ
ル

フ
ケ

ア
や

家
族

の
支

援
、

イ
ン

フ
ォ

ー
マ

ル
サ

ー
ビ

ス
（
民

間
サ

ー
ビ

ス
）

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

又
は

地
域

支
援

事
業

（総
合

事
業

の
サ

ー
ビ

ス
）

サ
ー

ビ
ス

種
別

事
業

所
（利

用
先

）

総
合

的
な

方
針

：
生

活
不

活
発

病
の

改
善

・
予

防
の

ポ
イ

ン
ト

計
画

に
関

す
る

同
意

健
康

状
態

に
つ

い
て

□
主

治
医

意
見

書
、

検
診

結
果

、
観

察
結

果
等

を
踏

ま
え

た
留

意
点

1
年

計
画

作
成

（
変

更
）
日

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

　
　

（
初

回
作

成
日

　
　

　
　

　
　

年
　

　
　

　
　

月
　

　
　

　
　

日
）

　
基

本
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
　

（
該

当
し

た
項

目
数

）
／

（
質

問
項

目
数

）
　

を
記

入
し

て
下

さ
い

　
地

域
支

援
事

業
の

場
合

は
必

要
な

事
業

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

枠
内

の
数

字
に

○
印

を
つ

け
て

下
さ

い

　
上

記
計

画
に

つ
い

て
、

同
意

い
た

し
ま

す
。

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

※
委

託
の

場
合

　
　

　
　

　
　

  
　

年
　

　
　

　
  
月

　
　

　
　

  
　

日
　

　
　

　
氏

名
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  
 　

　
　

　
　

　
　

閉
じ

こ
も

り
予

防
物

忘
れ

予
防

　
□

有
　

　
□

無
（

社
会

参
加

、
対

人
関

係
・

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
に

つ
い

て
）

／
３

／
５

う
つ

予
防

栄
養

改
善

予
防

給
付

ま
た

は
地

域
支

援
事

業
／

５

（
運

動
・

移
動

に
つ

い
て

）

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

・
支

援
計

画
書

（ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

結
果

等
記

録
表

）
※

　
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
結

果
等

記
録

表
と

し
て

使
用

す
る

際
は

、
網

掛
け

部
分

の
記

載
は

省
略

可
能

計
画

作
成

者
氏

名

目
標

と
す

る
生

活

1
日

委
託

の
場

合
：計

画
作

成
事

業
者

・
事

業
所

名
及

び
所

在
地

（
連

絡
先

）
　

　

　
□

有
　

　
□

無

ア
セ

ス
メ

ン
ト
領

域
と

現
在

の
状

況
本

人
・
家

族
の

意
欲

・意
向

領
域

に
お

け
る

課
題

（
背

景
・
原

因
）

利
用

者
名

要
支

援
１

・
要

支
援

２
初

回
・
紹

介
・
継

続
認

定
年

月
日

　
　

 年
 　

月
 　

日
　

認
定

の
有

効
期

間
  

  
 年

  
　

月
　

 日
～

　
　

年
　

　
月

　
　

日

　
□

有
　

　
□

無

（
日

常
生

活
（

家
庭

生
活

）
に

つ
い

て
）

運
動

不
足

（
　

　
）

口
腔

内
ケ

ア

（
　

　
）

（
健

康
管

理
に

つ
い

て
）

／
２

【
本

来
行

う
べ

き
支

援
が

実
施

で
き

な
い

場
合

】
妥

当
な

支
援

の
実

施
に

向
け

た
方

針

【
意

見
】

／
２

／
３

　
□

有
　

　
□

無

事
業

対
象

者

具
体

策
に

つ
い

て
の

意
向

本
人

・
家

族
目

標
期

間
総

合
的

課
題

目
標

に
つ

い
て

の
支

援
の

ポ
イ

ン
ト

( 
　

 )

( 
　

　
 )

支
援

計
画

課
題

に
対

す
る

目
標

と
具

体
策

の
提

案



５４ 

（３）介護予防支援・介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）経過記録 

  （サービス担当者会議の要点を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５５ 

（４）介護予防支援・介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業） 

サービス評価表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５６ 

（５）介護予防サービス利用票（兼介護予防サービス計画） 

  

年
月

か
ら

年
月

日
年

月
ま

で
日

日
付

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

曜
日

～
予

定

実
績

単
位

／
月

年

明
・
大

・
昭

令
和

月
日

要
介

護
状

態
区

分

保
険

者
名

フ
リ

ガ
ナ

被
保

険
者

氏
名年

認
定

済
・
申

請
中

月
分

介
護

予
防

支
援

事
業

者
事

業
所

名
担

当
者

名

介
護

予
防

支
援

事
業

者
⇒

利
用

者

月
日

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

利
用

票
（
兼

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

計
画

）

保
険

者
番

号
年

作
成

年
月

日

被
保

険
者

番
号

年

委
託

先
事

業
者

事
業

所
名

担
当

者
名

月
日

生
年

月
日

性
別

届
出

年
月

日

区
分

支
給

限
度

基
準

額
限

度
額

適
用

期
間

前
月

ま
で

の
介

護
予

防
短

期
入

所
利

用
日

数

変
更

後
要

介
護

状
態

区
分

変
更

日

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
事

業
所

名

月
間

サ
ー

ビ
ス

計
画

及
び

実
績

の
記

録

合
計

回
数   

用
具

名
称

（
機

種
名

）
T

A
IS

・
届

出
コ

ー
ド

福
祉

用
具

貸
与

の
場

合
の

み

提
供

時
間

帯
サ

ー
ビ

ス
内

容



５７ 

（６） 介護予防サービス利用票別表 

  

年
月

日

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

区
分

支
給

限
度

管
理

・
利

用
者

負
担

計
算

年
月

様

用
具

名
称

（
機

種
名

）

T
A

IS
 コ

ー
ド

・

届
出

コ
ー

ド
率

％
単

位
数

区
分

支
給

限
度

基
準

額
（単

位
）

合
計

公
費

分
等

補
足

説
明

そ
の

他

保
険

／
事

業
費

請
求

額

定
額

利
用

者
負

担

単
価

金
額

利
用

者
負

担

保
険

／
事

業
対

象

分

利
用

者
負

担

（全
額

負
担

分
）

給
付

率

（％
）

単
位

数

割
引

後

回
数

サ
ー

ビ
ス

単
位

/
金

額

給
付

管
理

単
位

数

種
類

支
給

限
度

基
準

を
超

え
る

単
位

数

区
分

支
給

限
度

基
準

内
単

位
数

種
類

支
給

限
度

基
準

内
単

位
数

区
分

支
給

限
度

基
準

を
超

え
る

単
位

数

単
位

数

単
価

費
用

総
額

保
険

／
事

業
対

象
分

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

利
用

票
別

表
作

成
年

月
日

利
用

者
氏

名
：

事
業

所
名

事
業

所
番

号
サ

ー
ビ

ス
内

容
／

種
類

サ
ー

ビ
ス

コ
ー

ド

福
祉

用
具

貸
与

の
場

合
の

み



５８ 

（７－１）岡山市版介護予防のアセスメントシート

 

 

 



５９ 

（７－２）社会性アセスメントシート 
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６０ 

（８）居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書 

 

【帳票４】介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書 

 

 フリガナ

　明・大・昭

電話番号　　　　　（　　　　）

 介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを受託する居宅介護支援事業者

電話番号　　　　　（　　　　）

岡山市長　様

上記の事業者に　　　　　　　　　　　　　の作成を依頼することを届け出します。　 　　 を依頼することを届け出します。

   　　　年　　　月　　　日

被保険者 住　所

                  電話番号　　　　（　　　　）

氏　名

※小規模多機能型居宅介護を利用される場合

□　居宅サービス等の利用あり

□　居宅サービス等の利用なし

※保険者等確認欄

 

　

 この届出書は、要介護認定または要支援認定の申請時に、若しくは居宅サービス計画または介護
予防サービス計画・介護予防ケアマネジメントの作成を依頼し、契約する事業所等が決まり次第速
やかに岡山市へ提出してください。

 小規模多機能型居宅介護の利用開
 始月における居宅サービス等の利
 用の有無

  ※ 小規模多機能型居宅介護の利用開始月における居宅サービス（居宅療養管理指導
 　及び特定施設入居者生活介護を除く。）及び地域密着型サービス（夜間対応型訪問
   介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護  （短期利用型）、定期
   巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスに限る。）の利用の有無を記入
   してください。

 居宅サービス計画または介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメントの作成を依頼する事
業所を変更するとき、または介護予防支援・介護予防ケアマネジメントを受託する居宅介護支援事
業所を変更するときは、変更年月日を記入のうえ必ず岡山市に届け出してください。 届出のない
場合、サービスに係る費用を一旦全額自己負担していただくことがあります。

            　　　　年　　　　月　　　　日

（利用したサービス：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　）

（注意） １

居宅サービス計画または介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメントの作成を依頼（変更)する事業者・地域包括支援センター

所　在　地

居宅介護支援事業所名

３  住所地特例の対象施設に入居中で、居宅サービス計画または介護予防サービス計画・介護予防ケ
アマネジメントの作成を依頼する場合は、その施設の住所地の市町村へ提出してください。

事業所名・地域包括支援センター名

市
受
付

平成29年2月改定 （岡山市）

２

　事業所番号

所　在　地

　サービス開始・変更年月日　　　　　　　　　　　　

　事業所を変更する場合の事由等
 ※(事業所を変更する場合のみ記入)

性　　別

　    　　   年　　　月　　　日 男　・　女

 作成区分をご記入ください □　要支援１・２　　・　　□　要介護１～５

　事業所番号

生年月日

　　   居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書

区　分
新規 ・ 変更

被保険者氏名 被保険者番号

　　　 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書　

個人番号

□居宅サービス計画
□介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント

 



６１ 

（９）岡山市総合事業利用に係る介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書 

【帳票５】 

様式第２号（第６条関係）

□ 新規 □更新 □住所地特例者（保険者名　　　　　　　　）

フリガナ

　明・大・昭

電話番号　　　　　（　　　　）

電話番号　　　　　（　　　　）

サービス開始・変更年月日

岡山市長　様

　事業対象者として，岡山市の総合事業サービスを利用したいので，上記の事業者に介護予防ケアマネジメ
ントを依頼することを届け出ます。

　　　年　　　月　　　日

被保険者 住　所

　　　　電話番号　　　　　（　　　　）

氏　名

（ご注意）
1 新規・更新の場合

2 変更の場合

3 提出方法

 □被保険者資格 □届出の重複 □作成者区分

 □基本チェックリスト結果（該当／非該当） □要介護（要支援）確認シート

 □要支援者からの更新 □事業対象者からの更新

介護予防ケアマネジメントを依頼（変更）する地域包括支援センター

介護保険被保険者証と事業対象者の確認に係る岡山市基本チェックリスト（本届出書提出日前３０日以内のも
の）を添付して提出してください。

確
認
欄

保
険
者

市
受
付

介護予防ケアマネジメントを依頼する地域包括支援センター又は介護予防ケアマネジメントを受託する居宅介
護支援事業所を変更するときは，変更年月日を記入の上，必ず岡山市へ届け出てください。
届出のない場合，サービスに係る費用を一旦、全額負担していただくことがあります。

この届出書は，介護予防ケアマネジメントを依頼する事業者が決まり次第，速やかに岡山市へ提出してくださ
い（事業対象者の有効期間更新の場合もご提出ください。）。

居宅介護支援事業所の所在地

　　　　年　　　　月　　　　日

男　・　女

生年月日

地域包括支援センター名

事　業　所　番　号

事　業　所　番　号

居宅介護支援事業所名

岡山市総合事業利用に係る介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書

申請区分

被保険者氏名 被保険者番号

性　　別

　　　　　年　　　月　　　日

個人番号

介護予防ケアマネジメントを受託する居宅介護支援事業者（※地域包括支援センターが作成する場合は記入不要）

地域包括支援センターの所在地

 



６２ 

○請求関係 

（10）請求書（令和６年４月以降新単価） 

 



６３ 

請求書(旧単価の月遅れ請求がある場合）

 

  



６４ 

請求書(新単価と旧単価の月遅れ請求がある場合） 

 

  



６５ 

３ 通知：暫定居宅サービス計画・介護予防サービス計画でサービス利

用していた場合の給付管理事務取扱の変更について 

（ｐ.６５～７６） 

岡 介 第  1345  号 
平成 29年 2月 14日 

 
岡山市内指定居宅介護支援事業所管理者 様 
岡山市地域包括支援センター長 様 
岡山市内指定小規模多機能型居宅介護事業所管理者 様 
 
                             岡山市長 大森 雅夫 

（公印省略） 
 

暫定居宅サービス計画・介護予防サービス計画でサービス利用していた場合の 
給付管理事務取扱いの変更について 
 

 平素より、本市介護保険行政の推進にあたりましてご協力をいただき、お礼を申し上げます。 
 さて介護保険法改正に基づき、本市では平成 29年 4月から介護予防・日常生活支援総合事業
（以下、「総合事業」という。）を開始し、予防給付サービスのうち訪問介護、通所介護が総合事
業に移管されます。 

あわせて国から「総合事業におけるケアプランの自己作成（自己作成扱いを含む）は想定され
ていない」との考え方が示されたことから、従前行ってきた「自己作成扱い(※）」事務処理の継
続が不可能となる一方、見込みと異なる認定結果が出た場合には、一部利用サービスを全額自己
負担とする例示がなされているところです（別紙１参照）。 

本市では、暫定の居宅介護サービス計画・介護予防サービス計画（以下「暫定ケアプラン」と
いう。）があるにも関わらず、一部利用サービスが全額自己負担となる事態を可能な限り回避する
ため、暫定ケアプラン作成によりサービスを利用後、見込みと異なる認定結果が出た場合の取扱
いを、これまでの保険給付サービス利用の場合も含め下記のとおり変更しますので、ご協力のほ
どよろしくお願いいたします。 

 
 ※自己作成扱い･･･認定申請中に暫定ケアプラン作成によりサービス利用後、見込みと異なる認定結果が

月を超えて出た場合に、当該暫定ケアプランを自己作成したプランとみなし市から給

付管理票を国保連に提出することで被保険者に給付がなされるようにするもの 

 

記 
 
１ 対象となる暫定ケアプラン    認定申請中に暫定ケアプランを作成したが、見込みと異

なる認定結果が出た場合のすべてのケアプラン 
 
２ 運用方法 

廃止 市が給付管理票の提出を行う「自己作成扱い」の取扱い事務（別紙２） 
新設 暫定ケアプランの引き継ぎを受けた地域包括支援センター又は居宅介護支援事業所が、認

定結果後にサービス開始日を暫定サービス開始日に遡及して「居宅・介護予防サービス計
画作成依頼（変更）届出書（以下「計画作成依頼届出書」という。）」を提出し、給付管
理票の伝送を行う。 

３ 適用年月日 平成２９年４月１日 
 
 
          
 
 

 

◆問合せ先                         
岡山市保健福祉局介護保険課 管理係 
ＴＥＬ ０８６－８０３－１２４０  

  ＦＡＸ ０８６－８０３－１８６９ 



６６ 

１ 見込み違い（介護給付⇔予防給付）が判明した場合の事務処理手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

はい 

暫定ケアプランに合致した計画作成依

頼届出書を提出している 
 いいえ 

見込みの介護度に適した暫定ケアプラ

ンを作成している 

いいえ 

はい 

認定日の属する月の末日までに暫定ケ

アプランを地域包括支援センターまた

は居宅介護支援事業所が引き継いでい

る 

いいえ 

はい 

暫定ケアプランを引き継いだ地域包括

支援センターまたは居宅介護支援事業

所が、サービス開始年月日の欄に暫定

ケアプランのサービス開始日を記載し

た計画作成依頼届出書を原則、認定日

の属する月の末日までに岡山市に提出 

暫定ケアプランを引き継いだ地域包括

支援センターまたは居宅介護支援事業

所は、該当月の利用サービスすべてを合

わせた給付管理票を作成し、国保連に給

付管理票のデータを送信 

（居宅介護サービス計画費や居宅介護

予防サービス計画費、介護予防ケアマネ

ジメント費（以下「ケアプラン代」とい

う。）請求についてはＱ＆Ａ４参照） 

代理受領不可 

（国保連への

請求はできま

せん） 

いいえ 

はい 



６７ 

 
≪事例≫  要支援から要介護を見込み、要支援・要介護者新規申請（区分変更申請） 

したが、結果が要支援になった場合 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

  

 

 

 

 

  

はい 

要介護の計画作成依頼届出書を提出してい

る 
いいえ 

Ａ居宅は要介護の暫定ケアプランを作成し

ている 
いいえ 

はい 

５月末までに暫定ケアプランを地域包括支

援センターへ引き継いでいる 
いいえ 

はい 

地域包括支援センターがサービス提供開始

日を４月１５日とし、計画作成依頼届出書

を５月末日までに管轄の岡山市福祉事務所

に提出 

地域包括支援センターは４月の利用サービス

すべてを記入した給付管理票を作成し、国保

連に給付管理票のデータを送信 

（ケアプラン代請求についてはＱ＆Ａ４参

照） 

 

 

 

 

 

いいえ 

Ａ居宅は暫定ケアプランで要介護を見込んだが… 

4/15 
認
定 

5/15 

要支援２ 

区分変更申請 

居宅届提出 

要支援１ 

４月分の給付管理票は 

引き継ぎを受けた包括が

国保連に提出  

5 月分の給付管理票も 

包括が国保連に提出 

5/1 

はい 



６８ 

２ 状況別の具体的手順 

（１）要介護が出ると見込み、居宅がケアマネジメントをしていたが、要支援が出た場合 

 

 
居宅 包括 

福祉事務所 

介護サービス係 

認

定

申

請

月 

①暫定利用を希望する旨の相談を受ける 

認定前にサービスを利用する必要性を確認する 

 

②利用者の状態を確認し、介護か予防の見込みを立てる 

要介護が出る見込みで、居宅がケアマネジメントを行う 

 

 

③サービスの暫定利用に向けて、サー

ビス利用開始日までに計画作成依頼

届出書を市へ提出する 

 ④計画作成依頼

届出書を受理

する 

⑤ケアマネジメント(訪問・担当者会

議開催等)を行い、暫定ケアプラン

を作成し、同意を得る。サービスの

暫定利用を開始する 

  

認

定

決

定

月 

⑥ (翌月以降) 

⑦認定結果を確認する 

見込み違いが発生する 

  

⑧暫定利用月のケアプラン、サービス

利用票(別表含む)、実績確認を行っ

たサービス提供票(別表含む)を用意

し、包括へ渡す 

  

⑨ケアプランを引き継ぐ 
 

 ⑩暫定ケアプランに位置付けられた介

護サービスを予防サービスに置き換

えて給付管理票を作成する 

 

 ⑪必要書類（引き継がれたケアプラン）

を添えて、開始日を遡及した計画作成

依頼届出書を、原則、月末までに市へ

提出する 

⑫計画作成依頼

届出書を受理

する 

翌

月

10

日

ま

で 

 
⑬認定月の利用分の給付管理票を通常

どおり翌月１０日までに国保連へ伝

送する 

（ケアプラン代は請求しない 詳しく

は請求関係ＱＡ４参照） 

 



６９ 

（２）要支援が出ると見込み、包括がケアマネジメントをしていたが、要介護が出た場合 

 

 
居宅 包括 

福祉事務所 

介護サービス係 

認

定

申

請

月 

①暫定利用を希望する旨の相談を受ける 

認定前にサービスを利用する必要性を確認する 

 

②利用者の状態を確認し、介護か予防の見込みを立てる 

要支援が出る見込みで、居宅がケアマネジメントを行う 

 

 

 ③サービスの暫定利用に向けて、サービ

ス利用開始日までに計画作成依頼届

出書を市へ提出する 

④計画作成依頼

届出書を受理

する 

 ⑤ケアマネジメント(訪問・担当者会議

開催等)を行い、暫定ケアプランを作

成し、同意を得る。サービスの暫定

利用を開始する 

 

認

定

決

定

月 

⑥ (翌月以降) 

 ⑦認定結果を確認する 

見込み違いが発生する 

 

  ⑧暫定利用月のケアプラン、サービス利

用票(別表含む)、実績確認を行ったサー

ビス提供票(別表含む)を用意し、居宅へ

渡す 

 

 

⑨ケアプランを引き継ぐ 

 

⑩暫定ケアプランに位置付けられた

予防サービスを介護サービスに置

き換えて給付管理票を作成する 

  

⑪必要書類（引き継がれたケアプラ

ン）を添えて、開始日を遡及した計

画作成依頼届出書を、原則、月末ま

でに市へ提出する 

 
⑫計画作成依頼

届 出 書 を 受 理

する 

翌

月

10

日

ま

で 

⑬認定月の利用分の給付管理票を通

常どおり翌月１０日までに国保連

へ伝送する 

（ケアプラン代は請求しない 詳し

くは請求関係ＱＡ４参照） 
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（３）要介護・要支援どちらが出るか見込みが極めて困難な場合 

→あらかじめ2通りの暫定ケアプランを作成しておく特別なケース 

 

 
居宅 包括 

福祉事務所 

介護サービス係 

認

定

申

請

月 

①暫定利用を希望する旨の相談を受ける 

認定前にサービスを利用する必要性を確認する 

 

②利用者の状態を確認した結果、見込みが困難なため、居宅介護・包括両方が 

ケアマネジメントを行い、2通りの暫定ケアプランを作成する 

 

③サービスの暫定利用に向けて、計

画作成依頼届出書を市へ提出する 

③サービスの暫定利用に向けて、計画作

成依頼届出書を市へ提出する 

④暫定利用する

方の計画作成

依頼届出書を

受理する 

⑤ケアマネジメント(訪問・担当者会議

開催等)を行い、暫定ケアプランを作

成し、同意を得る 

サービスの暫定利用を開始する 

⑤ケアマネジメント(訪問・担当者会議

開催等)を行い、暫定ケアプランを作

成し、同意を得る 

サービスの暫定利用を開始する 

 

認

定

決

定

月 

⑥ (翌月以降) 

⑦認定結果を確認する 

該当した方のケアプランを採用し、ケアプランを引き継がれた方が、認定申請

月の給付管理を行う 

⑧暫定利 用して

い た ケ ア プ ラ

ン と は 違 う 方

の 結 果 に な れ

ば、該当した方

の 計 画 作 成 依

頼 届 書 の 内 容

を 追 加 入 力 す

る 

翌

月

10

日

ま

で 

⑨ケアプランを引き継がれた方が、前2月分の給付管理票・ケアプラン代の請求

を国保連へ伝送する （ケアプラン代請求については請求関係ＱＡ４参照） 
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（４）要介護（要支援）が出ると見込み、居宅（包括）がケアマネジメントをしていたが、要支援（要

介護）が出た場合で、同居宅が包括から委託を受けることが可能な（引き続き、居宅がケアマネジメン

トを行う）場合→同一のケアマネジャー（同一の居宅）がケアマネジメントを行っている場合 

 

 
居宅 包括 

福祉事務所 

介護サービス係 

認

定

申

請

月 

①暫定利用を希望する旨の相談を受ける 

認定前にサービスを利用する必要性を確認する 

 

②利用者の状態を確認し、介護か予防の見込みを立てる 

要介護が出る見込みで、居宅がケアマネジメントを行う 

（見込み違いが生じた場合の説明を、あらかじめ利用者 

にして、その内容をサービス担当者会議の記録に残す。） 

 

③サービスの暫定利用に向けて、計画作成依

頼届出書を市へ提出する 

 ④計画作成依頼

届出書を受理

する 

⑤ケアマネジメント(訪問・担当者会議開催等

（見込み違いが生じた場合の説明内容を、

サービス担当者会議録に記述）)を行い、暫

定ケアプランを作成し、同意を得る 

サービスの暫定利用を開始する 

  

認

定

決

定

月 

⑥ (翌月以降) 

⑦認定結果を確認する 

見込み違いが発生する 

  

⑧当該利用者の認定申請月からのケアマネジメントを、包括から受託した立場

の居宅が行う 

 

⑨暫定利用開始月(=認定申請月)分の利用者の

同意がある暫定ケアプラン・サービス担当

者会議の記録の写しを包括へ提供する 

 

 

 ⑩開始日を遡及した計画作成

依頼届出書(委託有り)に、⑨の

書類を付して原則、月末まで

に市へ提出する 

⑪⑨の書類を確

認し、計画作

成依頼届出書

を受理する 

⑫予防ケアプランを作成し同意を得る 

前月及び当月の通常の給付管理を行う 

  

翌

月

10

日

ま

で 

⑬前月２月分の給付管理票・ケアプラン代請求

書を包括へ提出  

（ケアプラン代請求詳細については請求関係ＱＡ

４参照） 

 

 

⑭請求書を国保連へ伝送する 
 

※この場合、暫定利用開始月(=認定申請月)は一定の手続きを行っているので、運営基準減算の適用にはなりません。 
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３ 見込み違いの事務処理に関するＱ＆Ａ 

提出関係 

Ｑ１：開始日を遡及する場合、岡山市に提出する書類は何が必要か。 

Ａ１：○居宅・介護予防サービス計画作成依頼（変更）届出書 

○引き継いだ暫定サービス計画書の写し 

   【予防の場合】 

    介護予防サービス・支援計画表 １ 

    介護予防サービス・支援計画表 ２ 

介護予防サービス利用表 

介護予防サービス利用表 別表 

  【介護の場合】 

    居宅介護サービス計画書 第１表～第３表及び第６表～第７表 

○サービス担当者会議の記録の写し （２ 状況別の具体的手順（４）の場合） 

  

Ｑ２：要介護認定日が月末であり、引き継ぎが間に合わなかった場合の取り扱い如何。 

Ａ２：結果を知り得た時点で電話連絡後、翌月１０日までに必要書類を提出願います。 

電話連絡及び書類提出先：当該被保険者を管轄する福祉事務所 

なお、連絡や提出いただけない場合は代理受領ができなくなるため、認定結果が月末近くにな

る可能性がある場合は特にご注意ください。 

 

Ｑ３：提出、連絡を失念した場合はどうなるか。 

Ａ３：この取り扱いの適用対象外となり「計画作成依頼届出書」の開始日を遡及できません。 

 
 

請求関係 

Ｑ４：引き継ぎを受けた居宅介護支援事業所や地域包括支援センターが、見込み違いで引き継がれた

月のケアプラン代を請求できるか。 

Ａ４：原則、請求できません。見込み違いで引き継ぎを受けた月については、給付管理票のみを作成

し、国保連に提出をお願いします。 

  しかし、一定の要件を満たせば請求可能です。（２ 状況別の具体的手順（３）（４）のケースで

要件を満たす場合に限る。） 

※一定の要件とは、①アセスメント ②サービス担当者会議 ③計画作成・説明同意・交付④モ

ニタリング等の必要な一連の業務を指し、単なるサービス計画書の引き継ぎのみでは、それ

らを満たさないため請求できません。  

(根拠)指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護 

予防のための効果的な支援の方法に関する基準第３０条 

・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第１３条 

・岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 

平成２６年３月２５日市条例第 31 号  
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改正 平成２７年３月１６日市条例第 14 号 平成２８年３月２４日市条例第１１号 

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅

療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の

額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成１２年３月１

日老企第３６号） 

 

Ｑ５：誤ってケアプラン代を請求した場合はどのようになるか。 

Ａ５：過誤調整を行ってください。 

 

Ｑ６：要支援を見込み暫定ケアプランに位置づけた上で介護予防・生活支援サービス（総合事業）を利

用していたが、要介護の認定結果となり、介護サービスに置き換えることができない場合はある

のか。 

Ａ６：当該サービス提供事業者が、介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けていない場合は、置

き換えることができず、利用者の全額自己負担となります。またはその逆も置き換えることがで

きません。 

 

Ｑ７：暫定サービス利用と費用の関係や、生活支援サービスと訪問介護・通所介護の置き換えはどのよ

うにしたらよいか。 

Ａ７：次ページのとおりです。 

  



７４ 

 

 ●要介護認定等の申請中のサービス利用と費用の関係 

  申請中に利用したサービス 

給付サービス 

（訪問介護・通所介護以外） 

（総）介護予防サービス 

（給）訪問介護・通所介護 

（総）生活支援サービス 

認
定
結
果 

非該当 全額自己負担 全額自己負担 全額自己負担 

要 支 援

認定 

予防給付より支給 事業より支給(※３） 事業より支給（※４） 

要 介 護

認定 

介護給付より支給 介護給付より支給（※３） 介護給付より支給（※４） 

注１）上記は、事業所がそれぞれの指定を受けていることが前提 

注２）（給）は保険給付サービス、（総）総合事業サービスをあらわす。 

注３）（総）介護予防サービスと（給）訪問介護・通所介護は、「提供内容」をそれぞれのサービ

スに置き替えて請求が可能 

注４）（総）生活支援サービスと（給）訪問介護・通所介護の置き替えは以下の注意が必要 

① （総）生活支援訪問サービスから（給）訪問介護 生活援助中心型のみへ置き換え 

② （給）訪問介護から（総）生活支援訪問サービス 置き換え不可 

（介護予防サービスで請求） 

③ （総）生活支援通所サービスから（給）通所介護 事業所規模に応じた４時間以上５

時間未満の請求の１００分の７０ 

ただし、短期集中サービス実施加

算利用者の場合は、個別機能訓練

加算、口腔機能向上加算、栄養改

善加算の各種算定要件をすべて満

たしている場合に限り、置き換え

可能とする 

④ （給）通所介護から（総）生活支援通所サービス 置き換え不可 

（介護予防サービスで請求） 
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別紙１  

 

〈参考〉「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのＱ＆Ａ  

【平成 27 年 3 月 31 日版】 

 

問４ 

 基本チェックリストによりサービス事業対象者として介護予防ケアマネジメントを申請し、総合

事業の訪問型サービスを利用していた者が、要支援認定申請を行い、介護予防支援の暫定プランに

基づいて総合事業の訪問型サービスと福祉用具貸与を利用していたところ、要介護１と判定された

場合は、総合事業の訪問型サービスの利用分は全額自己負担になるのか。 

 

 

（答） 

 要介護認定は申請日に遡って認定有効期間が開始し、また要介護者はサービス事業を利用するこ

とができないため、サービス事業のサービスを利用した事業対象者が要介護１以上の認定となった

ことにより全額自己負担となることを避けるため、介護給付の利用を開始するまでの間はサービス

事業によるサービスの利用を継続することを可能としている。 

 お尋ねの場合、要支援認定申請と同時に、給付サービスである福祉用具貸与の利用を開始してい

るため、申請日に遡って要介護者として取り扱うか、事業対象者のままとして取り扱うかによって、

以下のような考え方となる。 

 

① 要介護者として取り扱うのであれば、事業のサービスは利用できないため総合事業の訪問型

サービスの利用分が全額自己負担になり、福祉用具貸与のみ給付対象となる。 

 

② 事業対象者のままとして取り扱うのであれば、総合事業の訪問型サービスの利用 

分を事業で請求することができ、福祉用具貸与が全額自己負担となる。 

 

  

（注意）岡山市では①②いずれも選択せず  

  この取り扱いをしません。 
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参 考 

 

介護サービス計画・介護予防サービス計画を作成依頼する場合や 

介護予防ケアマネジメントを依頼する際には、 

あらかじめ岡山市へ計画作成依頼届出書の提出が必要です。 
 
 
 
 
 
【計画作成依頼届出書の提出が必要な場合】 

○初めて介護サービス計画・介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメントの作成を
依頼するとき 

 

○介護給付と予防給付をまたいで要介護度が変更となったとき 

 
○介護給付と予防給付をまたいだ要介護度を見込んで、区分変更申請（要支援・要介護者
新規申請）をするとき  
 

（認定結果が出てからではなく、暫定ケアプランを作成するとき） 

 

○岡山市へ届け出ている居宅介護（予防）支援事業所を変更するとき 

（受託事業者の変更も含む） 

 
 
 
 
 
【未提出の場合】 
 

代理受領（国保連への請求）が不可となりますので、ご注意ください。 

 

ケアプランが存在していても、計画作成依頼届出書の提出がなければ、利用者が一旦全

額負担（１０割負担）をしなければならず、全額負担後に９割～７割の払い戻しを受ける

ための申請が必要となる場合があります。 
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　　㋑　要介護認定結果　【要支援・要介護】

岡山市介護保険課

①【一般高齢者】　要介護認定申請をし、結果が出るまでの間、総合事業サービスと予防給付を暫定利用する　

　　㋐　要介護認定結果　【非該当】

非該当

要支援

要介護

（※）ケアプラン代が請求できるパターンについては、平成29年2月14日 岡介第1345号「暫定居宅サービス計画・介護
予防サービス計画でサービス利用していた場合の給付管理事務取扱いの変更について」を参照してください。

10/15
認定結果

ヘルプ・デイ＝自己負担

訪問看護＝自己負担

10/15
認定結果

要介護認定申請書

介護予防

サービス計画

作成届出書

包括

開始年月日

9/15

9/15 要介護認定申請一般高齢者
9/15～総合事業サービス

＋予防給付 暫定利用

訪問看護ホームヘルプ

要介護認定申請書

介護予防

サービス計画

作成届出書

包括

開始年月日

9/15

9/15 要介護認定申請一般高齢者
9/15～総合事業サービス

＋予防給付 暫定利用

ホームヘルプ

【要支援】

ヘルプ・デイ＝総合事業サービス

訪問看護＝予防給付

給付管理＝包括

プラン作成費＝予防支援費

介護

サービス計画

作成届出書

A居宅

開始年月日

9/15 10月末までに

提出【要介護】

ヘルプ・デイ＝介護給付

訪問看護＝介護給付

給付管理＝Ａ居宅

プラン作成費＝介護支援費

１０月利用分

【要介護】

ヘルプ・デイ＝介護給付

訪問看護＝介護給付

給付管理＝Ａ居宅

プラン作成費＝なし（※）

９月利用分

９・１０月利用分

９・１０月利用分

訪問看護

４ 暫定ケアプランによる介護・予防サービス計画作成依頼届出書の提

出とケアプラン代の請求パターン 
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③【事業対象者】　総合事業サービスのみ利用する

②【一般高齢者】　要介護認定申請をし、結果が出るまでの間、介護給付を暫定利用する　

　　㋐　要介護認定結果　【非該当】

非該当

　　㋑　要介護認定結果　【要支援・要介護】

要支援

要介護

【事業対象者】

ヘルプ・デイ＝総合事業サービス

給付管理＝包括

プラン作成費＝ケアマネジメント費

事業対象者

ホームヘルプデイサービス

総合事業サービスのみ利用

10/15
認定結果

ヘルプ・デイ＝自己負担

訪問看護＝自己負担

10/15
認定結果

要介護認定申請書

介護

サービス計画

作成届出書

居宅

開始年月日
9/15

9/15 要介護認定申請一般高齢者

要介護認定申請書

介護

サービス計画

作成届出書

A居宅

開始年月日

9/15

9/15 要介護認定申請一般高齢者

9/15～介護給付 暫定利用

デイサービス

9/15～介護給付 暫定利用

デイサービス

【要介護】

ヘルプ・デイ＝介護給付

訪問看護＝介護給付

給付管理＝Ａ居宅

プラン作成費＝介護支援費

介護予防

サービス計画

作成届出書

包括

開始年月日

9/15 10月末までに

提出

【要支援】

ヘルプ・デイ＝総合事業サービス

訪問看護＝予防給付

給付管理＝包括

プラン作成費＝予防支援費

１０月利用分

９・１０月利用分

９・１０月利用分

訪問看護

訪問看護

【要支援】

ヘルプ・デイ＝総合事業サービス

訪問看護＝予防給付

給付管理＝包括

プラン作成費＝なし（※）

９月利用分

 

  



７９ 

要介護

④【事業対象者】　要介護認定申請をし、結果が出るまでの間、総合事業サービスのみ利用する　

　　㋐　要介護認定結果　【非該当】

非該当

　　㋑　要介護認定結果　【要支援・要介護】

要支援

10/15
認定結果

事業対象者

【事業対象者】10/14まで

ヘルプ・デイ＝総合事業サービス

給付管理＝包括

プラン作成費＝ケアマネジメント費

10/15
認定結果

ホームヘルプデイサービス

総合事業サービスのみ利用

【要支援】

ヘルプ・デイ＝総合事業サービス

給付管理＝包括

プラン作成費＝ケアマネジメント費

９月利用分

総合事業サービス＋

10/15～予防給付 利用

ホームヘルプ

【要支援】

ヘルプ・デイ＝総合事業サービス

訪問看護＝予防給付

給付管理＝包括

プラン作成費＝予防支援費

１０月利用分

事業対象者

ホームヘルプデイサービス

総合事業サービスのみ利用

要介護認定申請書

介護予防

サービス計画

作成届出書

包括

開始年月日

9/15

9/15 要介護認定申請

要介護認定申請書

介護予防

サービス計画

作成届出書

包括

開始年月日
9/15

9/15 要介護認定申請

９・１０月利用分

訪問看護

介護

サービス計画

作成届出書

A居宅

開始年月日
9/15 10月末までに

提出

【要介護】

ヘルプ・デイ＝介護給付

訪問看護＝介護給付

給付管理＝Ａ居宅

プラン作成費＝介護支援費

１０月利用分

【要介護】

ヘルプ・デイ＝

9/14まで総合事業サービス

9/15から介護給付

給付管理＝Ａ居宅

プラン作成費＝なし（※）

９月利用分

10/15～介護給付 利用

デイサービス 訪問看護

 

  



８０ 

非該当

⑤【事業対象者】　要介護認定申請をし、結果が出るまでの間、総合事業サービスと予防給付を暫定利用する　

　　㋐　要介護認定結果　【非該当】

　　㋑　要介護認定結果　【要支援・要介護】

要支援

要介護

10/15
認定結果

事業対象者

【事業対象者】10/14まで

ヘルプ・デイ＝総合事業サービス

訪問看護＝自己負担

給付管理＝包括

プラン作成費＝ケアマネジメント費

10/15
認定結果

【要支援】

ヘルプ・デイ＝総合事業サービス

訪問看護＝予防給付

給付管理＝包括

プラン作成費＝予防支援費

総合事業サービス＋

9/15～予防給付 暫定利用

ホームヘルプ

事業対象者
9/15～総合事業サービス

＋予防給付 暫定利用

ホームヘルプ

介護

サービス計画

作成届出書

A居宅

開始年月日
9/15

10月末までに

提出

【要介護】

ヘルプ・デイ＝介護給付

訪問看護＝介護給付

給付管理＝Ａ居宅

プラン作成費＝介護支援費

１０月利用分

【要介護】

ヘルプ・デイ＝

9/14まで総合事業サービス

9/15から介護給付

訪問看護＝介護給付

給付管理＝Ａ居宅

プラン作成費＝なし（※）

９月利用分

要介護認定申請書

介護予防

サービス計画

作成届出書

包括

開始年月日
9/15

9/15 要介護認定申請

要介護認定申請書

介護予防

サービス計画

作成届出書

包括

開始年月日
9/15

9/15 要介護認定申請

９・１０月利用分

９・１０月利用分

訪問看護

訪問看護

 

  



８１ 

要介護

⑥【事業対象者】　要介護認定申請をし、結果が出るまでの間、介護給付を暫定利用する　

　　㋐　要介護認定結果　【非該当】

非該当

　　㋑　要介護認定結果　【要支援・要介護】

要支援

10/15
認定結果

事業対象者

【事業対象者】10/14まで

ヘルプ・デイ＝総合事業サービス

訪問看護＝自己負担

給付管理＝包括

プラン作成費＝ケアマネジメント費

10/15
認定結果

事業対象者

9/15～介護給付 暫定利用

デイサービス

9/15～介護給付 暫定利用

デイサービス

【要介護】

ヘルプ・デイ＝

9/14まで総合事業サービス

9/15から介護給付

訪問看護＝介護給付

給付管理＝Ａ居宅

プラン作成費＝介護支援費

【要介護】

ヘルプ・デイ＝介護給付

訪問看護＝介護給付

給付管理＝Ａ居宅

プラン作成費＝介護支援費

１０月利用分

９月利用分

要介護認定申請書

介護

サービス計画

作成届出書

A居宅

開始年月日
9/15

9/15 要介護認定申請

要介護認定申請書

介護

サービス計画

作成届出書

A居宅

開始年月日
9/15

9/15 要介護認定申請

【要支援】

ヘルプ・デイ＝総合事業サービス

訪問看護＝予防給付

給付管理＝包括

プラン作成費＝予防支援費

１０月利用分 介護予防

サービス計画

作成届出書

包括

開始年月日

9/15 10月末までに

提出

９・１０月利用分

訪問看護

訪問看護

【要支援】

ヘルプ・デイ＝総合事業サービス

訪問看護＝予防給付

給付管理＝包括

プラン作成費＝なし（※）

９月利用分

 

  



８２ 

要介護

⑦【要支援】　要支援・要介護者新規申請をし、結果が出るまでの間、介護給付を暫定利用する　

　　㋐　要介護認定結果　【非該当】

非該当

★10月15日以降、事業対象者や要支
援・要介護にならなかった場合

　　㋑　要介護認定結果　【要支援・要介護】

要支援

10/15
認定結果

【要支援】10/14まで

ヘルプ・デイ＝総合事業サービス

訪問看護＝予防給付

給付管理＝包括

プラン作成費＝なし（※）★

10/15
認定結果

【要介護】

ヘルプ・デイ＝

9/14まで総合事業サービス

9/15から介護給付

訪問看護＝介護給付

給付管理＝Ａ居宅

プラン作成費＝介護支援費

【要介護】

ヘルプ・デイ＝介護給付

訪問看護＝介護給付

給付管理＝Ａ居宅

プラン作成費＝介護支援費

１０月利用分

９月利用分

介護予防
サービス計画

作成届出書

包括

開始年月日
9/15 10月末までに

提出

要支援
介護サービス計画

作成届出書提出

済

要介護認定申請書

介護
サービス計画

作成届出書

A居宅

開始年月日
9/15

9/15 要介護認定申請

要支援・要介護者

新規申請

介護予防
サービス計画

作成届出書

包括

開始年月日
9/15

10月末までに

提出

１０月利用分

要介護認定申請書

介護
サービス計画

作成届出書

A居宅

開始年月日
9/15

9/15 要介護認定申請

要支援・要介護者

新規申請

【要支援】

ヘルプ・デイ＝総合事業サービス

訪問看護＝予防給付

給付管理＝包括

プラン作成費＝予防支援費

１０月利用分

9/15～介護給付 暫定利用

デイサービス

9/15～介護給付 暫定利用

デイサービス

要支援
介護サービス計画

作成届出書提出済

訪問看護

訪問看護

【要支援】

ヘルプ・デイ＝総合事業サービス

訪問看護＝予防給付

給付管理＝包括

プラン作成費＝なし（※）

９月利用分

【要支援】

ヘルプ・デイ＝総合事業サービス

訪問看護＝予防給付

給付管理＝包括

プラン作成費＝なし（※）

９月利用分

 

  



８３ 

⑧【要支援】　更新申請をし、前有効期間終了後結果が出るまでの間、総合事業サービスと予防給付を暫定利用する　

要支援
認定日：10/15

　　要介護認定結果　【要介護】

要介護
認定日：11/15

要介護
認定日：10/15

⑨【要介護】　更新申請をし、前有効期間終了後結果が出るまでの間、介護給付を暫定利用する　

　　要介護認定結果　【要支援】

要支援
認定日：11/15

認定結果

【要支援】

ヘルプ・デイ＝総合事業サービ

ス

訪問看護＝予防給付

給付管理＝包括

要介護認定申請書

9/15 要介護認定申請

更新申請

９月利用分 １０月利用

総合事業サービス

＋予防給付 暫定利用

ホームヘルプ

介護
サービス計画

作成届出書

A居宅

開始年月日
10/1

【要介護】

ヘルプ・デイ＝介護給付

訪問看護＝介護給付

給付管理＝Ａ居宅

プラン作成費＝介護支援費

認定結果

【要介護】

ヘルプ・デイ＝介護給付

訪問看護＝介護給付

給付管理＝Ａ居宅

プラン作成費＝介護支援費

要介護認定申請書

9/15 要介護認定申請

更新申請

９月利用分 １０月利用 介護予防

サービス計画

作成届出書

包括

開始年月日

10/1 10月末までに

提出

【要支援】

ヘルプ・デイ＝総合事業サービス

訪問看護＝予防給付

給付管理＝包括

プラン作成費＝予防支援費

9/30まで要支援
介護予防サービス計画

9/30まで要介

護
介護サービス計画

【要支援】

ヘルプ・デイ＝総合事業サービ

ス

訪問看護＝予防給付

給付管理＝包括

プラン作成費＝予防支援費

９月利用分 １０月利用分
【要介護】

ヘルプ・デイ＝介護給付

訪問看護＝介護給付

給付管理＝Ａ居宅

プラン作成費＝なし（※）

介護予防
サービス計画

作成届出書

包括

開始年月日

10/1 11月末までに

提出

10月末までに

提出

介護
サービス計画

作成届出書

A居宅

開始年月日
10/1

11月末までに

提出

介護給付 暫定利用

デイサービス

訪問看護

訪問看護

【要介護】

ヘルプ・デイ＝介護給付

訪問看護＝介護給付

給付管理＝Ａ居宅

プラン作成費＝介護支援費

９月利用分 １０・１１月利用
【要支援】

ヘルプ・デイ＝総合事業サービス

訪問看護＝予防給付

給付管理＝包括

プラン作成費＝なし（※）

【要介護】

ヘルプ・デイ＝介護給付

訪問看護＝介護給付

給付管理＝Ａ居宅

プラン作成費＝介護支援費

１１月利用分

１１月利用分
【要支援】

ヘルプ・デイ＝総合事業サービス

訪問看護＝予防給付

給付管理＝包括

プラン作成費＝予防支援費

 


